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は じ め に 

 

国は、令和５年６月に、「第４期教育振興基本計画（計画期間2023～2027年度）」を閣議決定

し、教育基本法の理念や目的等の実現に向けた「不易」と社会や時代の「流行」を取り入れなが

ら、将来の予測が困難な時代の教育の羅針盤として、『持続可能な社会の創り手の育成』『日本

社会に根ざしたウェルビーイングの向上』の二つのコンセプトを掲げ、2040年以降の社会を見据

えた教育施策の在り方を示しました。 

ウェルビーイングの向上は、社会全体の幸福度を高める上で欠かせない要素です。本計画で述

べるウェルビーイングは、身体的、精神的、社会的に良好な状態を包括する概念であり、短期的

な幸福感を超えて、人生の意義や生きがいを含むものです。日本社会に根ざした「利他性」や「協

調性」といった価値観を重複しながら、個人の自尊心や自己肯定感を育む教育が求められていま

す。多様性の尊重と共感力の育成も、グローバル化が進む現代社会において欠かせないものとな

っています。 

また、令和７年９月に、中央教育審議会は次期学習指導要領に向けた論点整理を公表しました。

本整理には、次期学習指導要領の方向性として、子供たちに対し、自らの人生を舵取りする力、

民主的で持続可能な社会の創り手を育成することが示されています。これは、子供たちが生涯に

わたって主体的に学び続けられるようになるとともに、自分の意見を形成しながら他者と対話と

合意を図ることができるようになることを、これからの次代を生きる子供たちに育むべきである

と表しています。そのためには、子供たちが自ら問いを見出し、知識や技能を活用しながら課題

を解決する探求的な学びの充実が必要であり、その重要性がさらに高まっていると言えます。 

福岡県においては、令和４年３月に、学校教育振興のための施策の基本的な方向性や考え方、

重点の施策等「福岡県学校教教育振興プラン」を改定し、次代を担う「人財」育成の基盤となる

学校教育について、その振興のための施策の基本的な方向性や考え方、重点的に取り組む施策等

を示しています。 

これらの趣旨を踏まえながら、うきは市においては、第３次うきは市教育大綱、第３次うきは

市総合計画（令和８年度改定）を踏まえ、令和７年度から令和９年度までの３年間に取り組むべ

き施策などについて示した「うきは市教育振興基本計画」を毎年部分改定し、各教育施策を展開

していきます。 

改定した教育振興基本計画には、うきは市が目指すこれからの教育、主要施策と主な取組・事

業、数値指標等を記載しており、令和８年度は、この教育振興基本計画の下に各教育施策を展開

していきます。そして、全ての子供たちに適切かつ効果的な学習成果をもたらす公正で質の高い

教育を確保し、生涯学習の機会を促進することで、誰一人取り残さない共生社会を実現しなけれ

ばなりません。 

学校再編に関しては、準備委員会を組織し、学校再編に関する基本構想、基本計画策定に向け、

学校や市民等の様々な意見を聴取しながら進めます。 

これらの教育施策の執行状況については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成27

年４月１日一部改正・施行）第26条に定めるところにより、翌年度に点検及び評価を行い、市民

に対する説明責任を果たすとともに、以降の教育行政への適切な反映に努めます。 
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１ 策定の趣旨  

    国において、平成 18 年 12 月に改正された教育基本法第 17 条１項で、政府が国の教育振興に係る

基本的な計画を定めることが規定されました。これを受けて、平成 20 年７月には「教育振興基本計

画」が策定されるとともに、平成 25 年６月には第２期教育振興基本計画が策定され、「自立」「協

働」「創造」を基軸とした生涯学習社会の構築に向けて教育施策が推進された。平成 30年６月には第

３期教育振興基本計画が策定され、人生 100 年時代や超スマート社会（Society5.0）の到来に向け、

生涯にわたる一人一人の「可能性」と「チャンス」の最大化に取り組み教育立国の実現を推進した。

令和５年６月には、2040 年以降の社会を見据え、予測できない未来に向けて自らが社会を創り出す

「持続可能な社会の創り手の育成」及び地域社会が豊かさを感じる「日本社会に根差したウェルビー

イングの向上」を今後の教育施策の中心課題に据えて取り組む必要性を踏まえ、第４期教育振興基本

計画が策定されました。 

    また、同条２項において、「地方公共団体は、前項の計画（国の計画）を参酌し、その地域の実情

に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努め

なければならない。」とされています。 

     「うきは市教育振興基本計画」は、同項の規定に基づき、「うきは市教育大綱」等を踏まえ策定す

るものです。 

   「うきは市教育振興基本計画」においては、国の第４期教育振興基本計画の策定等を踏まえ、振興

基本計画の内容、主要施策と主な取組・事業、数値指標等を見直しています。また、今後、大きく変

化する教育の動向を踏まえ、毎年部分改定しながら推進して参ります。 

 

２ 計画の位置づけ 

  この計画を「うきは市教育大綱」等

に基づき、うきは市の教育における部

門別計画として位置づけるとともに、

本市の教育部門の中心的な計画とし

て、今後進めていく教育施策に関する

基本目標や主な施策等を定めるもので

す。 

 

３ 計画の期間及び構成 

(1) 計画期間  

この計画は、令和７年度から令和９年度の３年間を計画期間とします。 

 

(2) 計画の構成 

    ◆ 基本理念「めざす市民像」 

       どのような人間像をめざし、本市の教育を推進していくのかを明らかにしたものです。 

    ◆ 基本目標 

    基本理念のもとに定めた、「めざす市民像」を実現するために、達成すべき基本的な目標を定

めたものです。この目標の達成に向け、各施策を推進します。 

  ◆ 柱（基本方針） 

       基本目標達成のため、分野別に具体的な施策の方向性を定めたものです。 

    ◆ 主な施策 

    柱（基本方針）ごとに、現状と課題を踏まえ、うきは市の教育のめざす姿を明らかにし、その

実現に向けた本市における具体的な施策や取組や事業を示します。 

    また、柱ごとに、当該施策等の成果の状況を表す一つの目安としての成果の指標を設けます。

各指標の目標値は、過去の傾向や施策の推進等の効果を鑑み、現実的にめざすべき数値     

を設定しています。 

 

 

 

第１章 「うきは市教育振興基本計画」の策定にあたって 

「うきは市教育大綱」等 

うきは市教育振興基本計画 

うきは市教育施策 

国の第４期教育振興基本計画 

県の教育大綱・教育施策等 
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１ 子どもたちの現状と課題 

(1) 児童・生徒数の推移と見込み(人) ※令和８年２月現在 

学校名 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 
千年小学校 257 248 254 261 271 292 287 292 313 301 292 271 270 251 235 
吉井小学校 257 266 263 262 245 248 256 237 235 221 207 198 183 191 178 
福富小学校 255 254 231 225 217 215 211 203 220 227 229 227 230 231 221 
江南小学校 139 129 123 126 124 138 153 156 158 150 138 139 125 122 118 
小塩小学校 20 17 21 21 26 18 21 20               
姫治小学校 23 23 16 11 10 9                   
妹川小学校 22 23 15 15 14 12 12                 
山春小学校 125 125 125 129 123 116 110 111 110 118 110 116 112 104 97 
大石小学校 126 122 123 129 129 131 118 125 116 110 107 110 107 101 101 
御幸小学校 465 448 432 423 402 412 395 401 416 402 378 375 370 352 334 
小学校計 1689 1655 1603 1602 1561 1591 1563 1545 1568 1529 1461 1436 1397 1352 1284 
吉井中学校 494 481 488 459 435 412 403 413 399 419 398 441 455 447 451 
浮羽中学校 444 407 410 385 386 351 345 331 346 347 346 343 289 289 288 
中学校計 938 888 898 844 821 763 748 744 745 766 744 784 744 736 739 
合計 2627 2543 2501 2446 2382 2354 2311 2289 2313 2295 2205 2220 2141 2088 2023 

R8との比較 604 520 478 423 359 331 288 266 290 272 182 197 118 65 0 

※ 平成 24年と令和８年を比べると、小・中学校の児童生徒数は約 23％減少しています。 

 

(2) 学力・学習状況 

＜全国学力・学習状況調査結果（経年変化）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校】 

令和７年度の結果は、国語が、全国平均を 1.2ポイント上回りました。算数が、全国平均を 1.0

ポイント上回りました。 

【中学校】 

中学校：令和７年度の結果は、国語が、全国平均を 3.3ポイント下回りました。数学が、全国

平均を 7.3ポイント下回りました。 

 
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、令和２年度全国・学力学習状況調査は、実施されておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 うきは市教育の現状と課題 
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(3) 学びに向かう力、人間性等に関して 

＜全国学習状況調査結果（令和７年度）＞ ※ 質問に対して最も肯定的な回答をした児童・生徒の割合（単位％） 

 質問事項 学年 うきは市 全国 全国比 

学
び
を
調
整
す
る
力 

分からないことや詳しく知りたいことがあったときに、
自分で学び方を考え、工夫することができていますか。 

小６ 31.2 32.6 -1.4 
中３ 16.5 27.4 -10.9 

自分の考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わるよう、資料
や文章、話の組立てなどを工夫して発表していましたか。 

小６ 21.2 26.8 -5.6 
中３ 6.9 18.9 -12.0 

課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んで
いましたか。 

小６ 22.0 29.0 -7.0 
中３ 16.5 23.4 -6.9 

各教科などで学んだことを生かしながら、自分の考えを
まとめる活動を行っていましたか。 

小６ 22.8 28.7 -5.9 
中３ 15.2 20.2 -5.0 

学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深め
たり、新たな考えに気付いたりすることができていますか。 

小６ 41.6 40.9 0.7 
中３ 28.6 35.1 -6.5 

学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点
を見直し、次の学習につなげることができていますか。 

小６ 30.4 31.2 -0.8 
中３ 17.3 23.0 -5.7 

授業で学んだことを、次の学習や実生活に結びつけて考
えたり、生かしたりすることができると思いますか。 

小６ 32.4 35.5 -3.1 
中３ 17.7 23.5 -5.8 

粘
り
強
く
挑
む
力 

将来の夢や目標を持っていますか。 
小６ 64.0 60.7 3.3 
中３ 29.4 35.5 -6.1 

今回の国語の問題では、解答を文章で書く問題がありました。それらの問題について、どのように解答しましたか。
（全ての書く問題で最後まで解答を書こうと努力したと回答した割合） 

小６ 86.9 81.7 5.2 
中３ 64.4 65.3 -0.9 

今回の数学の問題では、解答を言葉や数、式を使って説明する問題がありました。それらの問題について、どのよ
うに解答しましたか。（全ての書く問題で最後まで解答を書こうと努力したと回答した割合） 

小６ 78.6 74.5 4.1 
中３ 50.0 54.9 -4.9 

自
己
有
用
感
・
自
己
効
力
感 

自分には、よいところがあると思いますか。 
小６ 50.0 47.3 2.7 
中３ 29.0 40.7 -11.7 

先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思い
ますか。 

小６ 61.6 55.3 6.3 
中３ 39.8 46.6 -6.8 

協
働
す
る
力 

人が困っているときは、進んで助けていますか。 
小６ 50.4 49.2 1.2 
中３ 26.4 37.9 -11.5 

人の役に立つ人間になりたいと思いますか。 
小６ 73.2 73.7 -0.5 
中３ 66.2 71.3 -5.1 

自分と違う意見について考えるのは楽しいと思います
か。 

小６ 36.4 32.6 3.8 
中３ 27.3 31.4 -4.1 

地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか。 
小６ 31.6 33.8 -2.2 
中３ 10.0 22.4 -12.4 

【学びを調整する力】 

「話合いで考えを深めたり新たな考えに気付いたりしている」の項目で、小６の結果がわずか

に全国を上回っている以外は、全国比を下回っています。特に、「自分で学び方を考え、工夫で

きている」や「授業で工夫して発表していた」の項目で、中３の結果が全国比を 10ポイント以上

下回っている状況です。 

【粘り強く挑む力】 

小６では全ての項目で全国比を上回っていますが、中３では全ての項目で全国比を下回ってい

る状況です。 

【自己有用感・自己効力感】 

小６では全ての項目で全国比を上回っていますが、中３では全ての項目で全国比を下回ってい

ます。特に、「自分には、よいところがあると思う」の項目で、中３の結果が全国比を 10 ポイ

ント以上下回っている状況です。 

【協働する力】 

「人が困っているとき、進んで助けている」や「自分と違う意見について考えるのは楽しい」

の項目で、小６の結果がわずかに全国を上回っている以外は、全国比を下回っています。特に、

「人が困っているとき、進んで助けている」や「地域や社会をよくするために何かしてみたい」

の項目で、中３の結果が全国比を 10ポイント以上下回っている状況です。 
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(4) 不登校・いじめ問題に関して (不登校数は、年間 30 日以上欠席した児童・生徒数) 

※ 令和７年度は、統計法の改正に伴い、市町村単位の調査結果は次年度報告 

不登校数 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

小学校 
不登校数(人) 17 20 23 10 16 

※うち解消(人) 7 2 4 0 7 

中学校 
不登校数(人) 53 58 32 51 70 

※うち解消(人) 12 37 12 11 14 
いじめ件数 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

小学校 
件数(件) 13 16 15 16 20 
学校数(校) 5 7 6 7 7 

中学校 
件数(件) 3 6 12 3 13 
学校数(校) 2 2 2 2 2 

○ 生徒指導上の諸問題に関する調査結果 

令和６年度の不登校児童・生徒数については、1000 人あたりに換算すると小学校 11.5 人、中学

校 94.1 人となります。全国値が小学校 23.0 人、中学校 67.9 人であることから、特に中学校が、

全国と比較して大きく上回っている状況にあります。 

令和６年度のいじめ認知件数については、1000人あたりに換算すると小学校 14.3件、中学校 17.5

件となり、全国値が小学校 101.9件、中学校 42.6件であることから、小・中学校ともに、全国と比

較して大きく下回っている状況にあります。また、解消率は 100％となっています。 

小・中学校ともに、各学校でのいじめ問題等対策委員会（毎月１回）や関係機関と連携した生徒

指導の取組、中学校での教育相談部会（毎週１回）といった、学校全体や関係機関と連携した組織

的な対応が機能しているとともに、児童会・生徒会合同会議を中心とした子ども達がいじめの未然

防止に係る取組を主体的に展開してきたことが成果として表れていると考えます。 

 

(5) 体験活動に関して 

○ 通学合宿の実施状況 

      学校や地域において、異学年合同の小学生集団宿泊活動や通学合宿を通じて、児童の自立心    

や協調性、社会性をはぐくむ体験活動を推進します。 

      令和７年度は千年・江南の２団体が実施しており、独自に工夫し、ラグビーボールに触れる体

験、モルック、自炊・防災訓練など、日頃できない体験を取り入れた充実の合宿内容となっていま

す。その成果を他校区に発信し、地域ぐるみの取組を継続できるように支援を行う必要があります。

現状として、合宿を実施するにあたり若手のボランティアスタッフの確保が難しく、若者の人材確

保が課題です。 

＜令和７年度までの実績＞ 千年小校区通学合宿（１回）、江南小校区通学合宿（１回） 

 

(6) 体力・運動能力 

＜令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果 ～Ｒ６とＲ７との比較～＞ 
※ 網かけは、全国平均を上回る、あるいは同等の項目 
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令和７年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果によると、小学校において、８項目中、男

子は７項目、女子は全ての項目で全国平均を上回っており良好な状況です。中学校においては、８項

目中、男子は４項目、女子は４項目で全国平均を上回っている状況です。体力向上プランに「１校１

取組」を位置付け、授業や学校行事で定期的に運動を行ったことで体力づくりへの意識が進んでいま

す。小学校では、全児童を対象に、水泳や持久走、縄跳びなどで年間を通じた体力づくりを行ってい

る成果が表れています。また、中学校では、引き続き、柔軟性に関する運動を工夫し、運動する生徒

としない生徒の二極化を解消するための手立てを講じることが重要だと考えます。 

 

(7) 特別支援教育に関して 

特別支援学級の在籍児童生徒数は、平成 29 年度から増加傾向で 130 人前後を推移し、令和７年度

が最も多い人数となりました。特別支援教育に対する保護者や地域の理解が進んできていることがう

かがえます。 

関係機関と連携した特別支援教育に関する教職員の指導力の向上、学校全体としての取組の充実が

課題です。また、個別の教育支援計画・指導計画を次の学年に確実に引き継いでいくことも重要です。 
特別支援学級 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
児童数(人) 58 83 79 97 107 104 97 104 107 
生徒数(人) 21 22 26 33 32 32 32 29 38 
合 計(人) 79 105 105 130 139 136 129 129 145 

うきは通級指導教室 R5 R6 R7 
児童数(人) 8 8 10 

 

２ 家庭・地域社会の現状と課題 

(1) 家庭・地域の教育力に関して 

○ 社会教育の状況（令和７年度） 

◇ うきは市民大学子ども未来学部（平成 25年度開講） 

うきは市の青少年が、郷土を愛し心豊かでたくましく生きる力をもつことができるように、市

内外の自然や歴史、文化に触れ、様々な体験活動に意欲的に取り組んだり、規範に基づいて集団

行動をとったりすることで思いやりの心や自立心、規範意識を育み、体力・精神力を鍛え、また、

生命の尊さや集団生活の楽しさ、社会性を学ぶことで郷土を誇りに思うジュニアリーダーへと成

長させることを目的として実施しています。 

＜体験学習「うきはＡｃｔｉｖｅ Ｌａｂ．」（３事業セットで参加募集）＞ 

Ⅰ うきぴーからの挑戦状（市内フィールドワーク）  6/29 

屋形古墳群周辺に設置されたキーワードを集めながら謎を解く活動。ポイントで解説

を入れるなど歩きながら市内の歴史を学ぶ体験を行った。 

Ⅱ 壱岐島夏休み感動体験  7/22～25 

壱岐島で地元の人々とふれあい、うきは市では体験することができない海水浴や船釣

りなど様々な自然体験活動を行った。 

Ⅲ みんなで体験！！市長選挙教室 8/2 

市長が選ばれるまでの流れを実際に体験してもらい、選挙は難しいものじゃない、投票

に行くのは大切な事ということを学ぶ活動を行った。 

＜うきは市寺子屋（土曜日午前中、年 25回開催）〔参加者：小学１～６年生 79名〕＞ 

補充学習による基礎・基本的学習内容の定着と家庭における学習習慣の定着、及び「漢

字検定・算数検定」にチャレンジすることなど、目標に向けて取り組ませることで、自主

的に学習できる力を伸張させることを目的として実施しています。 

◇ うきは市子育てと教育を進める集い 11/17〔参加者：98名〕 

講演等を通して、保護者や地域住民が子育てに主体的に参加できるよう開催しています。令和

７年度からは、ＰＴＡ連合会と協力し開催します。 

◇ 家庭教育学級〔市内小学校７校、中学校２校に補助〕 

小･中学生の保護者が､講演､親子体験教室､教育視察等の企画･実践を通して､保護者の役割を

自覚するとともに､家庭教育の機能を高めることができるように取り組んでいます｡ 

子どもたちの健全育成には、自発的・能動的な体験が大切です。特に、人との交流体験や自然

の中での体験は、自尊感情、規範意識、体力等を高めていくことにつながります。また、家庭に

は、子育てに大切な基本的な生活を習慣化する役割があり、地域には、積極的な学校支援により、
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子どもの郷土に対する愛着や誇りをはぐくむことが求められています。 

このように、学校と家庭、地域が役割を明確にしつつ、地域全体で子育てを担うという意識を

高め、具体的取組を学ぶ機会は貴重です。 

 

○ うきはっ子応援隊による学校支援 

市内の小中学校にボランティアを派遣して、書写や音楽学習、宿題の丸つけなどの支援をする

ことで学校現場の負担軽減を図るとともに、ボランティアを行う人のやりがいにも繋がっていま

す。令和 4 年度から始まった事業ですが、令和 4 年度 709 回、令和 5 年度 1,220 回、令和７年度

12 月末時点 1,370回と年々利用数が増加しています。 

 

○ 子ども会活動の支援 

平成 26 年度発足の「自治協議会」の青少年育成部門担当者が各行政区内子ども会担当者と連携

し、子ども会運営の保護者役員の在り方やジュニアリーダー及び指導者の育成をテーマに福岡県教

育 庁北筑後教育事務所等の協力のもと「子ども会指導者講習会」を開催しています。 

令和５年２月に実施した放課後等の過ごし方アンケートの結果、週３日以上習い事等に行ってい

る児童の割合が約４割と多忙ではあるものの、子ども会活動に参加したいと回答した児童は６割超

とニーズはあることから、子ども会活動が難しくなっている地区の子どもには、様々な体験等がで

きるよう教育委員会の主催事業への参加を呼びかけていきます。 
 

(2) 生涯学習活動に関して 

○ 社会教育施設状況 

生涯学習センター及びムラおこしセンター等との複合施設「るり色ふるさと館」が令和元年７月

にオープンし、約６年が経過しました。「人生 100年時代」を見据えた新たな現役社会づくりやま

ちづくりの拠点として活用されています。 

  今後も、「うきは市公共施設等総合管理計画」に基づく取組とともに、市民の様々な学習や活動

のニーズに応えるためには、社会教育施設の充実したサービス提供が大切です。また、施設の利用

促進を図る取組の必要があります。 

＜令和６年度 るり色ふるさと館使用状況＞ 

区分 件数 人数 区分 件数 人数 区分 件数 人数 
ホール 418 16,451 研修室１ 406 2,322 学習室 ― 415 
調理室 200 2,219 研修室２ 333 3,090 グループ学習室 ― 280 
和室 370 3,186 研修室３ 278 2,888 合計 3,207 44,451 
茶室 66 539 研修室４ 357 5,398 使用料 1,426,470円 

ミーティングルーム 441 2,760 研修室５ 338 4,903 
 

○ 主な学級・講座等の開設状況 

＜令和６年度 うきは市民大学主催講座開設状況＞ 

学部名 講座名 受講者数 実施回数 備考 

一般教養学部 

英会話教室（初級） 16 33  
英会話教室（中級） 16 33  
韓国語教室（初級） 19 32  
韓国語教室（中級） 14 32  
パソコン・スマートフォン教室 54 ４  

いきいき学部 いきいき教室 110 10  

地方創生学部 

ボランティア育成講座 13 １  
古文書講座 12 21  
うきは学 69 ３  
市民劇のための演劇ワークショップ ８ 23  

子ども未来学部 

うきは市寺子屋 86 24  
親子陶芸教室 132 ４  
子どもクッキング教室 70 ４  
体験学習（うきは Active Lab.） 48 １  
山登り体験教室 ７ １  
英彦山自然体験教室 19 １  
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○ 市立図書館の市内在住者の活用状況 

 市立図書館における令和６年度の18歳以下の利用者数（延べ人数）は、4,649人（前年比－633人）

で利用者全体の18.5％（前年比－1.8％）となり、18歳以下の年間の貸出冊数は26,428冊（前年比－

3,160冊）で貸出冊数全体の24.6％（前年比－1.6％）となっています。 

また、令和６年度の18歳以下の利用者

（延べ人数）一人当たりの平均貸出冊数

（利用者が１回に借りた図書の冊数）

は、5.7冊（前年比＋0.1冊）、小学生（７

歳～12歳）は5.6冊（前年比－0.1冊）、

中学生（13歳～15歳）は5.8冊（前年比

＋0.4冊）でした。全体で見ても一人当

たりの平均貸出冊数は4.3冊で、前年比

±０冊になっています。 

利用者数や貸出冊数は減少していま

すが、一人当たりの平均貸出冊数は増加

しています。この傾向は、子どもたちだ

けでなく、20代を除くほぼどの年代にも

当てはまります。 

そこで、市立図書館では、児童生徒を

はじめ、市民の多様なニーズに応えるとともに、できるだけ多くの方に図書館に来ていただけるよ

うに、図書資料の充実を図るとともに、おはなし会や各種イベント等を定期的に実施し、読書の楽

しさを味わうことのできる事業の充実も行っています。 

団体貸出では、保育所等に 5,255冊、小・中学校に 609冊、学童保育所等に 5,320冊、市内各コ

ミュニティ他に 3,788冊を配送し、市民が本に触れる環境づくりを進めています。 

また、図書館３階施設を利用し

て、児童や一般対象の｢ものづくり

教室｣、子どもと大人向けの｢映画

上映｣、朗読と音楽の｢イベント｣等

を実施しています。平成 29年度末

から、３階｢ぬくもり広場｣に木育

をねらいとした木製の遊具を充実

し、未就学児を持つ親子に好評を

得ています。 

さらに、図書館３階閲覧室等の閉館時間の延長（平成 31年４月より 22時まで）や防犯カメラ設

置による防犯対策の強化により、３階利用者数は微増しています。 
 

(3) 文化・芸術活動と文化財に関して 

○ 文化事業の状況  

市民が優れた芸術文化に触れられるよう、文化事業実行委員会の企画する自主事業、文化協会活

動に関して積極的に支援していきます。 

＜令和６年度 文化事業＞ 

公 演 名 実施日 会 場 入場者数 補助金 

うきは演劇フェスティバル 夏 
(高校演劇うきは発表会） 

7/13(土),14(日) 白壁ホール 
約 300名 

(一般公開あり) 
0  

劇団メルヘン王国 
「ヘンゼルとグレーテル」 

8/3(土) 
るり色 

ふるさと館 
385名 377,923  

小学校文化鑑賞会 
「ボルトボルズゆかいなサイエンスショー」 

10/16(日) 白壁ホール 
約 448名 

（一般公開なし） 
993,901  

サンドアートと音楽の世界 
～砂と音で描くうきは市のストーリー～ 

2/15(土) 白壁ホール 約 251名 2,010,951  

うきは演劇フェスティバル 春 
(高校演劇うきは発表会） 

3/8(土),9(日) 白壁ホール 
約 300名 

(一般公開あり) 
0  
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○ 文化協会加盟団体会員数 

文化協会加盟団体は、会員の高齢化への対応と活動の成果発表の充実が課題となっています。文

化活 動の充実を図るとともに、文化祭などの発表の場においては、自己の活動発表にとどまらず、

他団体の活動にも関心を持つことで交流を促進し、地域全体の文化振興につなげることが求められ

ます。また、市民が多様な文化活動に触れる機会を増やすことで文化活動への関心を喚起し、地域

の文化の発展を支援する必要があります。 

＜文化協会加盟団体（R6.6.30時点）＞ 
部門名 会員数 部門名 会員数 部門名 会員数 部門名 会員数 
文芸 46 写真 12 邦楽 63 社交ダンス 11 
美術 48 手芸 24 洋楽 98 演劇 10 
華道 18 茶道 11 日舞 55 吟詠 21 
書道 56 謡曲 23 洋舞 43 合計 539 

 

○ 文化財施設の公開状況（令和６年度） 

＜文化財施設見学者（令和６年度）＞ 
名称 吉井歴史民俗資料館 金子文夫資料展示館 浮羽歴史民俗資料館 鏡田屋敷 居蔵の館 合計 

見学者数(人) 5,787 1,013 311 4,202 13,653 24,966 

＜古墳等見学者（令和６年度）＞ 

名称 
浮羽町 

(楠名・重定・塚花塚古墳） 
吉井町 

(日岡・月岡・珍敷塚古墳） 
大石堰見学 合計 

見学者数(人) 120 519 5,959 6,598 

 文化財施設については、歴史資料館の開館日変更、展示品の整理・集約化を行い、来館者への案内

の充実及び施設運営の効率化を図りました。今後も文化財施設の活用及び周辺施設との連携も図り、

来館者数の増加に努めます。 

 

(4) スポーツの振興に関して 

○ うきはスポーツ協会加盟団体と部員数 

現在、２１の団体がうきは市スポーツ協会に加盟し、さまざまな競技で活動を行っています。し

かし、競技によっては運動の特性上、競技者の年齢構成に偏りが見られることが課題となっていま

す。今後は、競技人口のすそ野を広げるため、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が参加できるプ

ログラムやイベントの充実が求められます。初心者や未経験者でも気軽に参加できる体験会や教室

の開催、市民全体が楽しめるレクリエーションスポーツの導入を進めることで、多くの市民がスポ

ーツに興味・関心を持つ機会を創出します。また、地域の特性や自然環境を活かしたアウトドアス

ポーツの推進や、学校や地域コミュニティとの連携強化を通じて、生涯にわたって自分のペースで

楽しめるスポーツ環境の整備が重要です。これにより、市民の健康増進とともに、地域の一体感や

活力の向上にもつなげていくことが期待されます。 

  ＜うきは市スポーツ協会加盟団体部員数（令和６年時点）＞ ※（人） 

部名 男性部員 女性部員 合計 部名 男性部員 女性部員 合計 

水泳部 24 25 49 空手道部 30 23 53 

陸上競技部 41 20 61 登山部 3 7 10 

バスケット部 5 14 19 野球部 347 2 349 

バレーボール部 14 52 66 サッカー部 141 30 171 

ソフトテニス部 31 11 42 銃剣道部 14 2 16 

卓球部 6 15 21 少林寺拳法部 18 5 23 

バドミントン部 15 11 26 グラウンドゴルフ部 250 269 519 

柔道部 65 30 95 ターゲットバードゴルフ部 12 6 18 
剣道部 58 25 83 硬式テニス部 6 4 10 
相撲部 11 2 13 ラグビー部 115 11 126 
ソフトボール部 153 5 158 合計 1,359 569 1,928 

 

３ 教育行政（学校・教育委員会）の現状と課題 

(1) 開かれた教育行政の推進に関して 

うきは市の次代を担う人づくりのためには、学校・家庭・各種団体・地域社会・行政それぞれが教

育に果たす役割や責任を自覚し、相互に連携・協力・支援を行いながら、市民みんなで取りくむこと

が求められています。 
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行政も、市民の意見や要望等をしっかりと受け止め、それを施策に反映させるとともに、様々な情

報を広く提供するなど、開かれた教育行政を進めていくことが必要です。 

さらに、複雑化する教育問題等に対し、迅速かつ的確に対応するために、県教育委員会との連携や

総合教育会議の有効活用を図るとともに、市教育委員会内の役割分担と責務の明確化、必要な情報や

意識の共有を図り、連携・協力体制を充実することが必要です。 

 

○ 教育委員会の実施に関して 

原則、定例会は毎月１回、臨時会は必要に応じて開催し、教育行政についての重要事項を適    

時適切に審議しています。主な内容は次のとおりです。 

    ・うきは市立小・中学校における働き方改革及び部活動に係る指針について 

・うきは市立小中学校 学校評議員の委嘱について 

・不祥事防止について 

・児童生徒の生徒指導上の課題について 

   ・浮羽町域の学校再編について 

   ・教育委員の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価について 

 

○ 学校訪問に関して 

福岡県教育庁北筑後教育事務所とも連携を図り、全小・中学校を学校訪問し、教育活動、施設設

備、教職員の配置・指導力、働き方改革等について学校側との意見交換や指導助言を実施していま

す。 

 

(2) 信頼される学校づくりに関して 

学校においても、児童生徒の状況に即応できる学校運営や市民に信頼される学校づくりが求められ

ています。ますます、多様化・複雑化する教育問題等に適切に対応するために、地域との連携を図る

とともに、学校の組織運営体制の充実と保護者や地域住民との協働による学校づくりに向けて、学校

の自己評価や学校関係者による評価の実施とその結果の丁寧な公表・説明等が求められています。 

 

(3) 教職員の指導力の向上に関して 

多様化する教育ニーズや課題に対応し、保護者や地域から信頼される学校づくりをするためには、

児童生徒の教育に直接携わる教職員の資質向上や指導力の向上、適切な人材の確保を図ることが必要

となります。 

教師の力量は、教育内容に関する専門的な知識、教育的見識、指導方法・技術、教師の人格や生き

方等が総合されたもので図られます。県教育委員会や市教育委員会が行う研修や校内での研修等を通

して、自ら教育における専門職としての力量を高めることが、保護者の負託に応える教育活動を行う

ことにつながっていくと考えます。 

＜令和７年度 うきは市教育センターにおける研修事業＞ 

研修事業を職務内容や経験年数に応じたものに見直し、以下のように実施しました。 

項目 内容 

Ⅰ 調査研究 

○ 課題研究 

・学級経営 
○ 自由研究 

・各教科等の指導の研究（ＩＣＴの活用） 

Ⅱ 研修 

○ 経験年数や習熟度に応じた研修Ａ～Ｄ（授業力向上、ＩＣＴの活用） 

○ 人権・同和教育研修 

 ・校内の人権・同和教育研修への支援 

○ 職務に応じた研修 

・教務主任研修会 ・校内研究担当者研修会 

・管理職及び特別支援学級担任研修会 ・管理職及び校内ＩＣＴ推進教員研修会 

○ 学校運営講座 

 ・学校経営の中核を担う教員の資質を高める研修 
○ 個人課題研修（自主研修） 
・授業参観、授業公開を通しての授業改善 

○ 全教職員研修 

誰一人取り残すことのない教育に向けた研修 

・授業力向上 ・ＩＣＴ活用 
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Ⅲ 主要課題 

○ 学力向上の推進  
・うきは市学力向上検証委員会 

○ いじめ・不登校等の問題を抱える子どもへの対応（教育相談事業） 
○ 特別支援教育の推進 
○ 食育の推進 
○ 情報教育の推進（ＩＣＴを活用した授業づくりの構想） 

○ 特別支援教育の研修 

Ⅳ 研究活動 

の支援 

○ うきは市小・中学校教育研究会指定・委嘱校への支援 
○ 学校運営講座等の自主研修への支援  

Ⅴ 教育相談 
○ うきは市子育てネットワーク会議 
○ 子育て相談 

 

(4) 安全・安心な学校づくりに関して 

東日本大震災以降、全国各地で記録的豪雨が発生する等、今までの想定を超える自然災害も発生し

ています。特に、平成 24年７月の九州北部豪雨は、熊本・大分・福岡・佐賀県域を中心に、甚大な河

川災害をもたらし、本市も多大な被害を受けました。 

今後、熊本・大分地震をはじめ、平成 29年７月の朝倉市、東峰村等の豪雨災害のような大規模災害

時にも対応できるように、自分自身の命や身の安全を守る（自助）とともに、隣近所で協力して救出

活動を行ったり、子どもや要配慮者の避難誘導を行ったりするなど、地域コミュニティでの相互の助

け合い（共助）等、防災教育の重要性が高まっています。 

  また、学校内での怪我や登下校時等に児童生徒が不審者に声をかけられる事案、通学路での事故等

の発生があり、学校内外の安全確保が求められています。 

  さらに、全国的には食の安全を脅かす事件も発生するなど、安全で安心できる学校給食の提供も求

められています。 

 

(5) 教育環境の整備に関して 

    時代のニーズに対応した質の高い教育を受けることができる教育環境の整備のため、県教育委員

会や県教育センターをはじめ、地域社会の各種団体や関係機関と連携した教育の推進や学校図書館の

充実、児童生徒の実態に応じたプリント教材や興味・関心を高めるデジタル教材、ＩＣＴ機器の一層

の活用を促進し、ＩＣＴ教育のさらなる充実を図る必要があります。 

また、うきは市でも、出生率の低下、人口減少傾向はかなりの速度で進んでいます。子供たちは集

団の中で、多くの友達と様々な考え方に触れ、多様な人間関係の中で、切磋琢磨しながら社会性を身

につけていきます。しかし、学校の小規模化が進むと、人間関係が固定化したり、新しい友達が増え

なかったりすることから、友達関係の中で新たな考え方やものの見方に出会える機会が少なくなる可

能性があります。市内の全ての児童・生徒に平等かつ質の高い教育を行うためには、学校規模を適正

化し、小規模の抱える学校規模に起因する様々な教育課題を解決することで、全ての学校が教育効果

を発揮できるようにする必要があります。 

そこで、浮羽町域の小･中学校に関して、学校再編のための検討委員会を組織し、検討委員会を中心

に市民の皆様・保護者の皆様の意見を聴取しながら学校再編に関する基本構想・計画の策定を進めま

す。 
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１ 基本理念「うきは市が目指す教育の姿【市民像】」 

  本市教育の推進に当たっては、学校教育や生涯学習、人権・同和教育、男女共同参画教育を通して、

どのような人間像をめざすのかを明らかにすることが求められています。具体的には、次のような市

民像を目指していくことが大切であると考えます。 

○ 社会の発展に寄与しうる英知と豊かな創造性や個性に富む市民の育成 

○ 真理と正義を愛し、基本的人権と社会の連帯性を重んじる市民の育成 

○ 健康な心と体をはぐくみ、社会環境に自ら主体的に対応できる強い意志と意欲に 

満ちた実践力ある市民の育成 

○ 郷土に古くから伝わる固有の文化や伝統を守り、ふるさとを愛する市民の育成 

○ 諸外国の文化と伝統を尊重し、人類の平和と繁栄に貢献しうる国際性豊かな市民の

育成 

 

２ 基本目標  

めざす市民像を実現するために、次の三つの基本目標を定めます。 

❶ 志をもって 、自ら学び、ともに心豊かにたくましく生きる子どもを育成します。 

 学校教育においては、豊かな人間性をはぐくみ、一人一人の可能性を信じ、個性を伸ばすとともに、

これからの社会を生きていくために必要な資質や能力を高めることが求められています。 

 そのために、子どもの人権を尊重し、一人一人を大切にするとともに、基礎学力の習得、他人を思

いやる心、広い視野と柔軟な思考力、主体的に考え行動できる能力など、子どもたちのたくましく生

きる力を培いながら、家庭や地域との連携を図り、よりよい教育環境の創造に努めます。 

 

❷ 市民が生涯にわたり学び続け、いきいきと暮らす生涯学習社会を創造します。 

生きがいをもち、個性豊かに健康な生活を送るため、市民の学習に対するニーズ、スポーツに対す

る意欲は大きいものがあります。 

「人生 100年時代」を見据え、市民誰もが、生涯を通じて、いつでも、どこでも、気軽に学び、ス

ポーツに親しむことができる環境づくりを進めるとともに、市民の自主的な活動への支援を行うなど、

いきいきとした生涯学習社会の創造に努めます。 

 

❸ 家族や郷土を愛し、ともに心豊かに暮らす地域社会の形成に向けて、家庭や地域の教

育力を高めます。 

人の成長過程の中で、家庭や地域における教育の役割は重要です。家族の愛情に包まれて育ち、地

域で多くの人とのかかわりや活動を経験することで、家族や友人、周りの人への愛情や感謝の気持ち、

郷土への理解や愛着がはぐくまれ、健やかで豊かな人間性を身に付けていきます。 

 そのため、コミュニティづくりを推進する市民活動を支援するなど、人材を育成し、家庭や地域の

教育力の向上に向けた取組を進めます。 

 

３ 柱（基本方針） 

基本目標を達成するためには、学校教育、生涯学習、人権・同和教育、男女共同参画教育の充実を

図ることが求められます。そのための柱（基本方針）は、次のとおりです。 

Ⅰ 夢と志を持ち、社会の持続的な発展に向けて学び続けるために必要となる力の育成 

Ⅱ 生涯にわたって学び活躍できる生涯学習基盤の整備 

Ⅲ 誰一人取り残さない（個性や能力を伸ばす）共生社会の実現に向けた教育の推進 

Ⅳ 教育施策推進のための基盤整備 

 

 
 

 

 

第３章 うきは市が目指すこれからの教育 
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１ 施策の体系 

 柱Ⅰ 夢と志を持ち、社会の持続的な発展に向けて学び続けるために必要となる力の育成       

＜項目１＞ 確かな学力の育成 
≪施策１≫ 確かな学力向上のための取組の推進 学校教育課 
≪施策２≫ 就学前から中等教育までの連携の推進 学校教育課 

＜項目２＞ 豊かな心の育成 

≪施策３≫ 自己肯定感・自己有用感などの子どものウェルビーイングの向上 学校教育課 
≪施策４≫ 道徳教育の推進 学校教育課 
≪施策５≫ いじめ等への対応の徹底 学校教育課 

≪施策６≫ 人権・同和教育の推進 
学校教育課、生涯学習課 
人権・同和対策室 

≪施策７≫ 伝統や文化等に関する教育の推進 学校教育課 
≪施策８≫ 体験活動や読書活動の充実 学校教育課 
≪施策９≫ 青少年の健全育成 学校教育課 
≪施策 10≫ 男女共同参画の推進 男女共同参画推進室 

＜項目３＞ 健やかな体の育成 
≪施策 11≫ 学校保健・学校給食、食育の推進 学校教育課 
≪施策 12≫ 子どもの基本的な生活習慣の確立に向けた支援 学校教育課 
≪施策 13≫ 学校や地域における子どものスポーツの機会の充実 生涯学習課 

＜項目４＞ 社会的・職業的自律に向けた能力・態度の育成 

≪施策14≫ 各学校段階における産業界とも連携したキャリア教育・職業教育の推進 学校教育課、生涯学習課 

＜項目５＞ 家庭・地域の教育力の向上、社会の形成に参画する態度の育成 
≪施策15≫ 家庭の教育力の向上 学校教育課 
≪施策16≫ 地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進 生涯学習課、学校教育課 
≪施策17≫ 諸教育（防災教育、主権者教育、消費者教育、環境教育…）の推進 学校教育課 

＜項目６＞ グローバルに活躍する人材の育成 
≪施策18≫ 異言語・文化の理解と外国語教育の強化 学校教育課 

 

 柱Ⅱ 生涯にわたって学び活躍できる生涯学習基盤の整備                     

＜項目１＞ 生涯学習の推進 
≪施策19≫ 高齢者等の生涯学習の推進 生涯学習課 
≪施策20≫ 若年期から高齢期までのライフステージに応じたスポーツ活動の推進・環境整備 生涯学習課 
≪施策21≫ 生涯を通じた文化芸術活動の推進 生涯学習課、学校教育課 

＜項目２＞ 社会の持続的な発展のための学びの推進 
≪施策22≫ 施設の複合化等、持続可能な社会教育施設の運営 生涯学習課 

≪施策23≫ 障がい者の生涯学習（文化芸術活動）機械の拡充 生涯学習課 

 

 柱Ⅲ 誰一人取り残さない（個性や能力を伸ばす）共生社会の実現に向けた教育の推進        

＜項目１＞ 多様なニーズに対応した教育機会の提供 
≪施策24≫ 特別支援教育の推進 学校教育課 
≪施策25≫ 不登校児童生徒の教育機会の確保 学校教育課 

 

 柱Ⅳ 教育施策推進のための基盤整備                              

＜項目１＞ 新しい時代の教育に向けた学校指導体制の整備等 
≪施策26≫ 教職員指導体制・指導環境の整備 学校教育課 

＜項目２＞ ＩＣＴ環境の充実 
≪施策27≫ 授業におけるＩＣＴ活用の促進 学校教育課 
≪施策28≫ 校務のＩＣＴ化による教職員の業務負担軽減及び教育の質の向上 学校教育課 
≪施策29≫ 学校のＩＣＴ環境整備の促進 学校教育課 

 

 

 

第４章 ３か年で重点的に取り組む施策について 
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２ 主要施策と主な取組・事業 

柱Ⅰ:夢と志を持ち、社会の持続的な発展に向けて学び続けるために必要となる力の育成 

＜項目１＞ 確かな学力の育成  

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 

◇ 新しい時代に求められる資質・能力の育成に向けた学習指導要領の趣旨が、各学校現場で理解

され、実現されるよう、全教職員研修会等で効果的な指導の実践事例に係る研修や情報提供等を

行い、周知・徹底を図っています。 

◇ 小学校６年生、中学校３年生を対象に令和７年４月に実施（文部科学省）された令和７年度全

国学力・学習状況調査（以下、全国学力・学習状況調査）において、小学校では、国語科・数学

科ともにわずかながら、全国平均を上回りました。中学校では、国語科・数学科ともに、全国平

均を下回りました。小学校は全国平均程度を維持し続けていますが、中学校は特に数学科におい

て、全国平均を大きく下回り２年続けて下降傾向です。 

◇ 市では、学力向上検証委員会を中心に、授業づくり・学習規律・家庭学習の面から小中連携を

図り、小中合同研修会を実施し、市全体で学力向上に取り組んでいます。 

◇ 各学校において、その実態を踏まえつつ就学前から中等教育までの各段階間の移行を円滑にす

るような学校間連携が推進されるように、参考となるカリキュラム編成や指導体制の在り方等に

関する情報発信に取り組んでいます。 

◇ 幼児期における教育（就学前教育）は、その後の成長に大きく影響を与えることから、子ども

たちの育ちを一貫して見守り、支えていくために、就学前教育と学校教育との連携が重要です。  

＜施策の方向＞ 

〇 うきは市教育委員会主催の全教職員研修会等で効果的な指導の実践事例に係る情報提供や研

修等を行います。 

○ 全国学力・学習状況調査及び福岡県学力・学習状況調査、市標準学力調査等の分析により課題

を明確にし、各小・中学校の主幹教諭等による市の学力向上検証委員会を中心に、各学校の学力

向上プランに基づいた実践を支援します。特に、四分位層の分析を生かした授業改善を推進しま

す。 

○ 幼稚園、保育所（園）と小学校、中学校との連携強化により、幼児教育と学校教育の連続性を

確保し就学前教育の機能充実を図るため、望ましい連携の在り方について研究を行い、その成果

について情報提供を行います。 

○ 確かな学力の定着を図るため、ＩＣＴ教育推進委員会において、指導体制・指導方法の改善を

進め、少人数指導や習熟度別指導の推進を一層図るとともに、ＩＣＴ機器を効果的に活用した分

かりやすい授業を推進します。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策１》 

確かな学力向上の 

ための取組の推進         

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に取り組むとともに、個

に応じた指導のための指導方法及び指導体制の工夫・改善や、個性や能力を引

き出す教育活動を推進します。 

 ◇各学校の主幹教諭等を中心とした学力向上検証委員会による、小・中学校

一貫性のある教育（アウトプット中心の授業、振り返りの重視）の実施。 

 ◇県の教育委員会や教育センター、教育事務所発行の手引き等の活用支援。 

◇タブレット等を活用したＩＣＴ教育の推進。（うきは市研究委嘱指定） 

  ◇デジタル教材及び学習教材ソフト（タブレットドリル）等の活用推進。 

 ◇児童生徒一人一人が自分の伸びを実感する検定等の実施。 

 ◇文部科学省ＣＢＴシステム「ＭＥＸＣＢＴ」の活用の支援。 

◇授業改善に向け、児童生徒による授業評価の実施。 

 ◇指導充実のために、小学校の「少人数指導特別教員」や小中学校への「学校

支援員」の配置。 

 ◇小学校へ「英語専科教員」の配置。 

 ◇県事業「学力向上推進拠点校指定事業」の推進と支援。 

 ◇県事業「学力向上強化市町村事業」の推進と支援。 
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《施策２》 

就学前から中等教育

までの連携の推進 

幼児教育と小学校教育の連続性を確保し、円滑な接続を図るために望ましい

連携の在り方を研究し、その成果を情報提供します。  

  ◇地域の実態を踏まえた幼稚園・保育所・小学校の連携強化 

 ◇小学校による幼稚園・保育所の参観 

 

【主要指標】 ※（  ）内の数値は肯定的な回答（４件法のうち２番目）まで含めた割合 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 
全国学力・学習状況調査における全国平均値と

の差が－１ポイント以上の教科区分数 

小学校：２教科 

中学校：０教科 

小学校：２教科 

中学校：２教科 

２ 

全国学力・学習状況調査（児童生徒質問調査）

における「自分の考えがうまく伝わるよう資料

や文章、話の組み立てなどを工夫して発表して

いる」児童生徒の割合 

小学校：21.2％（62.4％） 

中学校： 6.9％（38.1％） 

小学校：30％ 

中学校：30％ 

３ 

全国学力・学習状況調査（児童生徒質問調査）

における「友達との間で話し合う活動を通じて、

自分の考えを深めたり、新たな考えに気付いた

りできている」児童生徒の割合 

小学校：41.6％（83.2％） 

中学校：28.6％（86.2％） 

小学校：50％ 

中学校：50％ 

４ 
小学校と保育所（園）・幼稚園と連携した教育

活動を実施した学校の割合 
７校 ７校 

 
＜項目２＞ 豊かな心の育成 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ ※ 児童生徒質問調査は、最も肯定的な回答を抽出して比較 

◇ 令和６年度全国学力・学習状況調査における児童生徒質問調査の「自尊感情」に関連する項目

で「自分にはよいところがある」の項目については、小学校では、50.0％（全国平均比：＋2.7

％）、中学校では、29.0％（全国平均比：－11.7％）となっています。また「人の役に立つ人間

になりたい」の項目については、小学校では、73.2％（全国平均比：－0.5％）、中学校では、66.2

％（全国平均比：－5.1％）となっており、児童生徒の自尊感情を高める取組が重要です。 

◇ 同調査において「粘り強さ」に関連する項目で「将来の夢や目標をもっているか」と答えた児

童生徒の割合は、小学校で64.0％（全国平均比：＋3.3％）、中学校で29.4％（全国平均比：－6.1

％）となっています。子どもが主体的に学ぶことができる環境を整えていくことに努めていきま

す。 

◇ 同調査において、「いじめはどんな理由があってもいけないと思う」と答えた児童生徒の割合

は、小学校では84.0％（全国平均比：－2.6％）、中学校で77.1％（全国平均比：±0％）となっ

ており、中学校は全国と同値にあるものの、依然、善悪の判断ができていない子ども、善悪の判

断ができても実際の行動に結びついていない子ども、自分の言動が他者に与える影響を考えず責

任ある行動をとろうとしない子どもがいると考えられ、子どもの規範意識をさらに高めることが

課題となっています。また、新しいメディア（スマートフォンやタブレット等）の適切な活用方

法についての認識が低いことや、SNSによる誹謗中傷や有害情報への対応が不十分であることな

どに起因する児童生徒間同士のトラブルも多くなっています。社会性や規範意識、善悪を判断す

る力、思いやり等を育むためには、小学校で平成30年度、中学校で令和元年度から教科化された

「特別の教科道徳」を要として学校の教育活動全体を通じて道徳教育を行うことが重要です。ま

た、各教科等でタブレットを使う学習において情報リテラシーを、特別の教科道徳や特別活動等

で情報モラル教育を計画的に推進していくことも重要です。  

◇ 令和４年12月に「生徒指導提要」が改訂されました。今回の改訂では、課題予防・早期対応と

いった課題対応の側面のみならず、児童生徒の発達を支えるような生徒指導の側面に着目し、そ

の指導の在り方や考え方についても説明が加えられています。子供の発達や教育的にニーズを踏

まえつつ、一人一人の可能性を最大限伸ばしていくことが求められています。 

◇ 令和元年度に実施した「うきは市人権・同和問題市民意識調査」によると、調査に回答した市

民の50.2％が人権問題に関心が無いと回答していたが、令和６年度の同調査では、44.1％であっ

た。数値的には減ってきているものの、広く市民に関心を持ってもらうための啓発や研修が必要

です。 
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◇ 子どもの生活において、異年齢の仲間や地域の大人との交流、生活体験・社会体験・自然体験

などの減少が指摘されています。通学合宿等の集団生活体験や社会、自然環境の中での経験を通

して、子どもの協働意識や規範意識目的意識とともに、豊かな人間性や社会性などをはぐくむ必

要があります。 

◇ 日本の歴史や生まれ育ったふるさとうきはの歴史や伝統、文化を理解し、継承・発展させるた

めの教育を推進することが求められています。 

◇ 地域の歴史文化財資源を活用した、こども古墳カルチャーガイド、ワークショップ等を実施し、

歴史文化財に触れて、体感できる取り組みを行い、文化財の普及啓発及び郷土愛の醸成を図って

います。 

◇ 読書活動は、子どもたちが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことはできないものです。このため、より一

層、読書活動を推進する必要があります。 

◇ 近年の少年非行の背景には、少年自身の規範意識の低下、コミュニケーション能力の不足、家

庭や地域社会の教育機能の低下等が考えられます。非行問題の解決には、関係機関・団体等との

連携を図る必要があります｡ 

◇ 青少年や保護者のインターネットに関する危険性や適切な利用についての認識が不足してお

り、犯罪の被害に遭う危険性が高くなっています。 

◇ 本市が2024（令和６）年に実施した「男女共同参画推進に関する市民意識調査」によると、男

女平等の意識は高まっていますが、依然として性別による役割分担意識等が残っています。男女

が互いに性別に関係なく個性と能力を発揮し、家庭・地域・職場などあらゆる場において責任を

分かち合い平等・対等な立場で参画できる社会実現が求められています。 

＜施策の方向＞ 

○ 今の子どもが抱える自尊感情の高揚や規範意識の醸成など本質的な課題の克服を目指して、学

校が中心となって家庭や地域の協力を得ながら、うきは市がめざす子どもの育成に努めます。 

〇 学習指導要領の趣旨を共通理解し、組織的に道徳教育が推進できるように研究を推進します。 

○ 「うきは市いじめ防止基本方針」及び各学校における「学校いじめ防止基本方針」をもとに、

いじめ問題を未然に防ぐために校内指導体制を機能させ、きめ細かな指導や相談及び早期発見・

早期対応ができるようにする必要があります。また、不登校対応については、不登校未然防止の

日常的な取組(福岡アクション３）等を確実に実施するとともに、各中学校の教育相談部会を中

心に、不登校傾向児童生徒への諸関係機関との組織的対応、スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカー、スクールソーシャルワーカースーパーバイザー、教育相談員等の効果的活用

による不登校の予防・解消に努めます。 

〇 児童生徒会合同会議を開催（年３回）して、各学校で実施しているいじめ防止の取組を交流す

る場をもち各学校の取組を充実させるとともに、児童会と生徒会が連携して課題解決に向けて取

り組むことができるようにします。 

○ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成28年４月１日施行）、「本邦外出

身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消

法）」（平成28年６月３日施行）「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成28年12月16日施

行）の趣旨を尊重した施策を推進するとともに、人権尊重の意識や行動が定着するよう「人権教

育及び人権啓発の推進に関する法律」「うきは市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁

護に関する条例」「第２次うきは市人権教育・啓発基本計画」及び「実施計画」に基づき、機会

を捉えて人権教育、人権啓発を推進します。 

○  学校や地域において、異学年合同の小学生集団宿泊活動や通学合宿などを通し、子どもたちの

自律心や協調性､社会性、命を大切にする心などをはぐくむ体験活動を推進します。 

○ うきは市の歴史や伝統、文化を理解し、それを継承、発展させるための教育を推進するととも

に、文化芸術に親しむ機会の充実に取り組みます。 

〇 地域、民間団体、大学等の関係団体と連携し、新たな歴史資源を活用し、郷土の魅力向上に努

め、歴史文化財に対する市民の意識の向上及び次世代を担う子どもたちへのさらなる郷土愛の醸

成を図ります。 

○ 読書に親しむことを通じて豊かな感性や創造力をはぐくむため「うきは市子どもの読書活動推

進計画(第３次)」に基づき、家庭や地域における子どもの読書活動や学校全体での日常的な読書

活動を推進します。 

○ 児童生徒の非行の未然防止や健全育成に繋げるため、魅力ある授業づくりにより児童生徒と教
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師との信頼関係を構築するとともに、非行防止学習や学校行事等を通じて自尊感情や規範意識の

育成に取り組みます。 

○ ＰＴＡ等と連携し、「スマホに係る家庭教育宣言」の全小・中学校での取組の充実を図るとと

もに、さらなる啓発活動を推進します。 

〇 児童生徒が情報機器に接する機会の拡大による生活時間の変化等の状況を踏まえ､学校におけ

る指導や「早寝、早起き、朝ごはん」の取組を継続的に推進するとともに、情報モラル教育の一

環として、学校・家庭・地域の連携による、児童生徒自身が主体的に情報機器を適切に利用でき

るようにする取組を推進します。 

○ 男女共同参画意識の啓発活動を進め、地域ぐるみ・市民ぐるみで男女が共に支え合い「一人ひと

りがいきいきと輝き 自分らしく暮らせるまち うきは」の社会づくりを目指します。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策３》 

自己肯定感・自己有用

感など子どものウェ

ルビーイングの向上       

様々な体験を通じて学びに向かう姿勢や態度を育成することができるよう

に体験活動の充実を図るとともに、子どもたちが安全・安心に学ぶことができ

る居場所づくりを行います。 

◇i-checkの結果分析等を活用した学級経営の推進 

◇改訂された「生徒指導提要」の周知・徹底 

◇児童会生徒会合同会議において協議した取組の実施 

《施策４》 

道徳教育の推進 

                       

道徳教育推進教師を核とした推進体制を整備し、基本的生活習慣の形成や規

範意識の育成など学校の全教育活動を通じて道徳教育を推進します。 

 ◇道徳年間指導計画に基づいた道徳の時間の確実な実施への支援 

◇「学校いじめ防止基本方針」における「いじめを生まない教育活動」と 

して、命の大切さや他を思いやる心を育む道徳教育の実施 

《施策５》 

いじめ等への対応の

徹底 

「うきは市いじめ防止基本方針（平成30年改訂）」に基づき、「うきは市い

じめ問題対策連絡協議会」「うきは市いじめ問題対策推進委員会」を踏まえた、

いじめ問題への取組の一層の強化を図ります。 

 ◇各学校の「学校いじめ防止基本方針」の作成及び取組の確実な実施のため

の支援 

 ◇「うきは市いじめ防止基本方針」に示す取組の確実な実施と評価・点検 

 ◇学校のいじめ問題等対策委員会等でのスクールカウンセラーの活用促進 

◇うきは市児童会生徒会合同会議と連携した「いじめ未然防止」の取組を通

した、児童生徒の主体的活動の促進 

◇教育課程への情報モラル教育の位置付け 

《施策６》 

人権・同和教育の推進  
※ 具体的な取組・事業等に

ついては第２次うきは市

人権教育・啓発基本計画及

び実施計画に明記 

 うきは市人権・同和教育研究協議会の活動に参加します。また、第２次うき

は市人権教育・啓発基本計画、実施計画に基づき取り組みます。 

 ◇うきは市人権・同和教育研究協議会会員研修会及びうきは市同研各部会学

習会への参加 

 ◇小学校３年生による社会教育集会所学習の取組 

 ◇市民の人権意識向上のための啓発活動や講演会、研修会等への参加 

 ◇市教育センター人権・同和教育研修担当指導主事による相談体制の構築 

《施策７》 

伝統や文化等に 

関する教育の推進         

 子どもに豊かな情操を育むために、うきは市の歴史や伝統、文化を理解し、

それを継承・発展させるための教育を推進します。 

◇児童生徒が芸術、地域の歴史、伝統や文化に触れる機会の提供 

  ◇市内に残る文化財等を活用した学習の推進 

 ◇うきは市の伝統的建造物群等の観光資源を生かす体験型学習の実施 

 （こども古墳カルチャーガイド、各種ワークショップ等） 



 - 19 - 

《施策８》 

体験活動や読書活動

の充実 

① 人との交流体験や自然体験など、自発的・能動的な体験活動を通して、小

学生の日常的な生活技術や自発性、協調性、自尊感情、規範意識、体力等を

高めます。特に、通学合宿事業の必要性と重要性を一般市民や関係者等へ広

く周知し、継続して実施できるよう推進します。 

  ◇通学合宿の実施と支援 

  ・通学合宿推進事業補助金の活用 

・通学合宿の事業内容の周知 

  ・コミュニティセンター関係者への研修会等の情報提供 

◇困難克服体験活動等の体験活動の実施 

② 「うきは市子どもの読書活動推進計画（第３次）」に基づき、家庭や地域

における子どもの読書活動や学校全体での日常的な読書活動を推進します。 

 ◇ものづくり教室や各種講座および司書体験 

 ◇出張お話し会や出前講座、学校図書館協議会など、幼・保・小中学校と市

立図書館の連携充実 

 ◇「うきどく講演会」の実施、「子ども読書の日」の呼びかけ 

《施策９》 

青少年の健全育成 

 

① 児童生徒の健全育成のために、学校と家庭が連携した規範意識育成の取組

を実施するとともに、関連教科の学習を基に学校・家庭・地域社会・関係機

関が連携した薬物乱用防止に取り組みます。 

 ◇保護者と学ぶ規範意識育成事業の確実な実施のための支援 

◇薬物乱用防止教室の確実な実施への支援 

② 児童生徒を有害情報から守るため、学習指導要領に基づいた情報モラル教

育を推進するとともに、スマートフォンをはじめとした様々なインターネッ

ト機器の普及への対応も含め、フィルタリングやインターネット利用のルー

ルに関する普及啓発活動を、地域や民間団体と連携し実施します。 

◇「保護者と学ぶ規範意識育成事業（講師派遣事業）」等を活用した、情報

モラル教育等の推進 

《施策１０》 

男女共同参画の推進 
※ 具体的な取組・事業等に

ついては第２次うきは市

男女共同参画基本計画及

び実施計画に明記 

「うきは市男女共同参画推進条例」及び「第２次うきは市男女共同参画基本

計画、実施計画」に基づき、人権を尊重し、男女共同参画社会を進める意識づ

くりに取り組みます。  

◇男女の人権・男女共同参画に関する広報・啓発・学習の推進 

◇教育の場における男女共同参画の推進 

 

【主要指標】 ※（  ）内の数値は肯定的な回答（４件法のうち２番目）まで含めた割合 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 

全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査にお

ける「自分にはよいところがあると思う」児童生

徒の割合 

小学校：50.0％（88.8％） 

中学校：29.0％（85.7％） 

小学校：50％ 

中学校：50％ 

２ 

全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査にお

ける「人の役に立つ人間になりたいと思う」児童

生徒の割合 

小学校：73.2％（95.2％） 

中学校：66.2％（94.8％） 

小学校：75％ 

中学校：75％ 

３ 

 全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査にお

ける「今自分が努力すべきことを決めて取り組ん

でいる」児童生徒の割合 

小学校：36.8％（78.4％） 

中学校：19.9％（74.9％） 

小学校：50％ 

中学校：50％ 

４ 

全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査にお

ける「いじめはどんな理由があってもいけないと

思う」児童生徒の割合 

小学校：84.0％（96.8％） 

中学校：77.1％（97.0％） 

小学校：100％ 

中学校：100％ 

５ 市内小・中学校のいじめ解消率 小・中学校：100％ 小・中学校：100％ 

６ 
歴史文化財資源を活用したワークショップ、イ

ベント等の実施数（年間の事業実施数） 
５事業 ７事業 

７ 通学合宿の実施数 ２ ４ 

８ 
読書活動推進のためにボランティア養成を目

的とした講座などの実施数 
２回 ２回 
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＜項目３＞ 健やかな体の育成 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 
◇ 生涯にわたってたくましく生きるために必要な健康や体力を育成するために、学校の教育活動
全体を通じた体系的な保健教育の充実を図ることが必要です。 

◇ 全国学力・学習状況調査における児童生徒質問調査の結果によると「朝食を毎日食べている」
「どちらかと言えば食べている」児童生徒の割合は小学校では、94.0％（全国平均比：＋0.3％）、
中学校では、91.8％（全国平均比：＋0.6％）となっています。学校は児童生徒に対して全教育活
動で食育を推進するとともに、保護者に対しても食生活の課題や重要性を学ぶ場を提供するなど
食育に対する啓発活動が必要です。 

◇ 同調査における「毎日同じ時間に寝ている」児童生徒の割合は、小学校では38.4％（全国平均
比：－0.5％）中学校では26.8％（全国平均比－7.2％）となっており、養護教諭等を中心に睡眠
に関する指導を家庭と連携しながら実施する必要があります。 

◇ 令和７年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果によると、小学校５年において、８項
目中、男子は７項目、女子は全ての項目で全国平均を上回っており良好な状況です。中学校にお
いては、８項目中、男子は４項目、女子は４項目で全国平均を上回っている状況です。運動する
生徒としない生徒の二極化の傾向は見られるものの、体力向上プランにおいて「１校１取組」を
位置づけ、保健体育の授業や学校行事等において、定期的に運動の機会を位置付けたことで体力
づくりへの意識は高まっています。 

＜施策の方向＞ 
〇 生涯にわたって健康な生活を送るために必要な力を育てるため、薬物乱用防止教育等について
体育・保健体育などの教科学習を中核として学校の教育活動全体を通じた体系的な保健教育を充
実するとともに、メンタルヘルスやアレルギー疾患（食物アレルギーを含む）等、多様化・深刻
化する子どもの健康課題に対応するため、学校保健委員会の活性化や学校保健関係団体の資源や
情報の活用を通じて、学校・家庭・地域の専門機関等の連携による保健管理等を推進します。 

○ 生涯にわたって自らの健康や環境を適切に管理・改善をしていくために、ワンヘルスの理念を
普及させていきます。 

○ 望ましい食習慣を身につけ、健全な食生活を実践できる児童生徒を育てるために、発達段階に
応じた食に関する指導ができるようにするとともに、保護者への啓発、弁当の日の推進、地産地
消による安全な給食に努め、食育を推進します。 

〇 子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるように、学校
における指導や「早寝早起き朝ごはん」の取組を継続的に推進します。 

〇 学校･家庭･地域の連携による子どもが主体的に情報機器を適切に利用できるようにする取組
を推進します。 

○ 児童生徒が運動やスポーツに親しむとともに、自ら体力の向上を図るために、体力テスト結果
を活用し、児童生徒の課題を見いだし、課題に応じた体力向上プランを作成するとともに、「１
校１取組」を中心とした取組のさらなる充実を図ります。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策１１》 

学校保健・学校給食、

食育の推進             

①生涯にわたって健康な生活を送るために必要な力を育成します。 

◇学校保健委員会の活性化及び学校・家庭・地域の専門機関等の連携による

保健管理の推進 

②児童生徒に対して、健全な食生活を実践するために食に関する知識や食を選

択する力の習得を通じ、食育の推進を図ります。 

 ◇食に関する年間指導計画に基づいた確実な実践と評価についての指導 

  ◇うきは市学校給食会指定・委嘱校（福富小学校）への支援 

  ◇食育への理解を深める保護者等の試食会、研修会の実施 

 ◇健康で安全な給食確立のための地産地消の取組 

 ◇各学校で「自分で作る弁当の日」の推進 

《施策１２》 

子どもの基本的な生

活習慣の確立に向け

た支援 

 子どもたちの生活リズムの向上を図るために子どもの基本的な生活習慣の確

立や生活リズムの向上につながる活動を展開します。 

 ◇ＰＴＡ活動と連携した「早寝・早起き・朝ごはん」の取組支援 

 ◇養護教諭等を中心とした睡眠に関する指導の展開 
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《施策１３》 

学校や地域における

子どものスポーツの

機会の充実 

体力の課題や発達段階に応じ、身体能力を高める授業づくりや体力向上に係

る運動の習慣化を促します。  

 ◇新体力テスト結果の分析と課題に応じた体力向上プラン作成への支援 

  ◇体力向上プランの「１校１取組」（検定等）の確実な実施支援 

 

【主要指標】 ※（  ）内の数値は肯定的な回答（４件法のうち２番目）まで含めた割合 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 

全国学力学習状況調査児童生徒質問紙におけ

る「朝食を毎日食べている」「どちらかと言えば

食べている」児童生徒の割合 

小学校：94.0％ 

中学校：91.8％ 

小学校：98％ 

中学校：95％ 

２ 

全国学力学習状況調査児童生徒質問紙におけ

る「毎日同じくらいの時間に寝ている」児童生徒

の割合 

小学校：38.4％（82.0％） 

中学校：26.8％（73.6％） 

小学校：50％ 

中学校：50％ 

３ 
新体力テストにおいて全国平均値を上回った

項目の割合 

小学校：93.8％ 

中学校：50.0％ 

小学校：80％ 

中学校：80％ 

 
＜項目４＞ 社会的・職業的自律に向けた能力・態度の育成 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 

◇ 児童生徒が発達段階に応じて望ましい勤労観・職業観をもち、目的意識をもって主体的に進路

を選択できるために、学ぶことや働くことの意義を理解するキャリア教育が重要になっていま

す。 

＜施策の方向＞ 

○ 児童生徒の望ましい勤労観や職業観を形成のために、地域を担う人材育成を目指す地元企業等

と連携した職場体験等の充実を図るキャリア教育の推進計画を作成・実施します。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策１４》 

各学校段階における地域・

産業界とも連携したキャ

リア教育・職業教育の推進 

発達段階に応じた望ましい勤労観・職業観形成のために、地元企業等と

連携した職場体験等、全小・中学校においてキャリア教育推進計画を作成

し、実践します。 

  ◇全小・中学校でキャリア教育推進計画作成への支援 

 

【主要指標】 ※（  ）内の数値は肯定的な回答（４件法のうち２番目）まで含めた割合 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 

全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査に

おける「将来の夢や目標を持っている」児童生徒

の割合 

小学校：64.0％（84.0％） 

中学校：29.4％（60.1％） 

小学校：70％ 

中学校：50％ 

 

＜項目５＞ 家庭・地域の教育力の向上、社会の形成に参画する態度の育成 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 

◇ 全国学力・学習状況調査における児童生徒質問調査の「学びを調整する力」の項目「授業で学

んだことを次の学習や実生活に結び付けて考えたり、生かしたりすることができる」児童生徒の

割合は、小学校では、32.4％（全国平均比：－3.1％）、中学校では、17.7％（全国平均比：－5.8

％）と、小中学校ともに全国平均を下回っています。 

◇ 「うきは市寺子屋」は、土曜日の午前中に年間25回開催し、１年生から６年生まで79名の児童

が参加しました。寺子屋事業を継続し、家庭学習の定着を目指します。 

◇ 学校が保護者や地域住民の信頼にこたえ、家庭や地域が連携協力して教育活動を展開するため

には、学校を開かれたものとし、学校の経営責任を明らかにすることが必要です。市内全小・中

学校で学校関係者評価を実施していますが、評価結果や改善策を学校改善に生かすことが求めら

れています。 
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◇ 各学校において、地域人材を活用し、専門的知識の習得や様々な体験活動の場の提供等を行い、

教育活動の充実を進めてきています。今後、学校・家庭・地域の連携を強化し、効果的な教育活

動を図る必要があります。 

◇ 児童生徒の登下校中の事故発生の実態から、日常の児童生徒の安全確保の取組の必要性が増し

ています。また､東日本大震災と九州北部豪雨を教訓に、児童生徒が自らの判断で行動できること

をねらいとした、実効性のある組織的・計画的な防災教育の重要性が高まっています。  

◇ 福岡県教育委員会では「福岡県の教育月間を定める規程」を令和２年２月に制定し、毎年11月

を「ふくおか教育月間」としています。児童生徒が変化の激しい時代の中でたくましく生き抜く

力を身に付けるために学校、家庭、地域が一体となって、子どもたちを育んでいくことが求めら

れています。 

＜施策の方向＞ 

〇 子どもたちが学校での学びを実生活に生かすことができるように、学校で授業と家庭学習の内

容をリンクさせるなど、家庭学習の質的な管理を図る必要があります。 

〇 「うきは市寺子屋」における学習内容の工夫充実及び学習意欲の維持向上に努めるとともに、

高校生等の支援を継続します。 

○ 学校が保護者や地域住民の意向を学校運営に適切に反映するために、各学校における学校評価

システムを充実させるとともに、学校評議員制度等を活用した学校運営を推進するととともに、

当分の間、学習指導要領の円滑な実施等を優先しながら、「うきは市らしいコミュニティ・スク

ール」の在り方について、丁寧に検討します。 

○ 各学校が学校支援ボランティア「うきはっ子応援隊」の活用を最大限に活用できるように努め、

家庭や地域の連携による学校を応援する取組を推進します。 

○ 通学合宿の必要性や重要性を自治協議会等と共有し、通学合宿を継続して開催できる体制を整

える必要があります。 

○ 「ふくおか教育月間」の啓発活動を推進します。 

○ 市Ｐ連と連携した親子で取り組む家庭内での生活習慣づくりや子どもをもつ親を対象とした

「スマホに係る家庭教育宣言」など、家庭教育の啓発・相談の推進により、基本的生活習慣の確

立を図ります。 

○ 学校、家庭、地域及び関係機関の連携により、登下校の見守り等の日常的・継続的な安全対策

を充実します。 

○ 東日本大震災や北部九州豪雨、熊本・能登半島地震等の教訓を踏まえ、自らの判断で行動でき

る児童生徒の育成を目指し、学校や地域の実態に応じた危機管理マニュアルを基に、火災、地震、

風水害等に対する状況に応じた訓練をはじめとする防災教育を推進します。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策１５》 

家庭の教育力の向上  

 

① うきは市青少年育成市民会議が行う「子育てと教育を進める集い」の支援

及び「うきは市子育て９か条」の市民啓発活動に努めます。 

 ◇「うきは市子育て９か条」を基に、学校・家庭・地域の役割と責任を説明す

る研修会等の場の設定 

 ◇「うきは市子育てと教育を進める集い」の実施 

  ◇「青少年弁論大会」の開催 

  ◇社会教育委員の会議の答申及びアンケート調査結果のニーズに基づいた子

ども会活動への支援 

 ◇幼・保・小・中学校教職員、保護者、地域住民が参加する学習会、研修会等

の開催 

② 家庭学習を計画的に進めることができるように学校と家庭の連携を推進し

ます。 

◇小学生「うきは市寺子屋」事業の継続 

◇家庭学習強化週間等の設定 
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《施策１６》 

地域の教育力の向

上、学校との連携・協

働の推進 

保護者や住民の意向を把握し、学校運営に反映させるシステムを充実させ､家

庭や地域との連携・協力による学校づくりを推進します。 

◇自己評価及び保護者など学校関係者等による評価システムの充実 

◇学校評議員制度を活用した学校運営の充実・発展 

◇「うきは市らしいコミュニティ・スクール」の在り方に関する検討 

◇学校の教育活動を支援するための、地域の方々や優れた知識・技能を有す

る社会人の積極的な活用 

 ◇児童生徒の地域行事やボランティア活動への積極的参加の支援 

 ◇登下校の歩行及び自転車の乗り方等の交通安全教室の実施の推進 

◇警察署や関係機関と連携した事件・事故への円滑な対応の推進 

《施策１７》 

諸教育（防災教育、主

権者教育、消費者教

育、環境教育）の推進 

各学校や地域の実態を踏まえ、児童生徒一人一人に応じたきめ細かな教育を推

進し、学校活性化を図ります。 

◇火災、風水害、地震に対応した避難訓練等防災教育の推進 

◇児童による代表委員会、生徒会選挙の意図的・計画的な推進 

 

【主要指標】 ※（  ）内の数値は肯定的な回答（４件法のうち２番目）まで含めた割合 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 

全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査にお

ける「授業で学んだことを次の学習や実生活に結

び付けて考えたり、生かしたりすることができ

る」児童生徒の割合 

小学校：32.4％（80.8％） 

中学校：17.7％（69.6％） 

小学校：50％ 

中学校：50％ 

２ 

福岡県学力・学習状況調査児童生徒質問調査に

おける「平日２時間以上テレビゲーム、携帯式ゲ

ーム、スマートフォンを使ったゲームをする」児

童生徒の割合 

小学校：55.9％【小５】 

中学校：58.6％【中２】 

小学校：40％ 

中学校：40％ 

３ 

全国学力・学習状況調査児童生徒質問調査にお

ける「地域や社会をよくするために何かしてみた

いと思う」児童生徒の割合 

小学校：31.6％（76.8％） 

中学校：10.0％（66.7％） 

小学校：50％ 

中学校：50％ 

 

＜項目６＞ グローバルに活躍する人材の育成 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 

◇ グローバル化の一層の進展が予想される中、社会的な課題や地球規模の課題を自ら発見し、

解決できる能力を有したグローバルに活躍する人材の育成が求められています。 

◇ 令和７年度福岡県中学生英検ＩＢＡテストでは、英語検定３級以上の力を有する生徒は58.9

％となっており、文部科学省や福岡県が示す目標値60％を若干下回っている。 

＜施策の方向＞ 

〇 小・中学校を通じた外国語教育のさらなる改善・充実のために、専科教員や外国語指導助手

（ＡＬＴ）の増員等の学校指導体制の充実図ります。 

〇 ＡＬＴ活用の工夫を図ります。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主 要 施 策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策１８》 

異言語・文化の理解

と外国語教育の強化  

 

外国語の学習への関心を高めるとともに、着実な技能の定着を図るための授

業を展開します。 

◇中学校、小学校においてALTの配置 

◇バーチャルツアーでの外国の方との交流 

◇小学校における外国語専科教員の配置 

◇中学校での英会話教室の開催(放課後週1回程度、夏季休業中数日間) 

◇小、中学校へ「北筑後英語スピーチコンテスト」参加奨励 
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【主要指標】 ※（  ）内の数値は肯定的な回答（４件法のうち２番目）まで含めた割合 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 

全国学力・学習状況調査の児童生徒質問調査

における「○小英語の勉強は好きですか」「○中自

分の考えや気持ちを英語で伝え合う活動が行わ

れている」児童生徒の割合 ※ R6質問調査 

小学校：25.5%（61.1％） 

中学校：14.7%（51.3％） 

小学校：40% 

中学校：40% 

２ 
英語検定における３級レベル以上の力を有す

る生徒の割合 
中学校：58.9％ 

中学校：60％ 

（県目標R8までに60％） 

 

柱Ⅱ:生涯にわたって学び活躍できる生涯学習基盤の整備 

＜項目１＞ 生涯学習の推進 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 

◇ 人生100年時代を見据え、全ての人が、生涯を通じて自らの人生を設計し活躍することができる

よう、必要な知識・技能の習得、知的・人的ネットワークの構築の保持・増進に資する生涯学習

を推進し、「学び」と「活動」の循環を形成する必要があります。 

◇ 社会教育活動の充実を図るために、ＰＴＡ、子ども会などの社会教育関係団体の活性化を支援

するとともに、市民や市民団体、ＮＰＯなどが主体的に市政やまちづくりに関わる「協働」の仕

組みが必要とされています。 

◇ 市民の様々な学習ニーズに応える社会教育施設の充実したサービスの提供などが行われるよ

う、社会教育関係職員の一層の資質向上が求められています。 

◇ 本市では、スポーツ協会・スポーツ推進委員会を中心に各種スポーツの大会や教室等を通じて、

積極的に健康づくりを推進しています。 

◇ 本市の文化芸術の発展や振興に貢献してきた文化施設は、施設の老朽化などのため、十分な役

割が果たせない状況もありますが、感染防止対策をしながら事業を実施する必要があります。 

◇ 本市は、国指定史跡である珍敷塚古墳に代表される古墳群、重要文化財である平川家住宅、筑

後吉井・新川田篭重要伝統的建造物群保存地区など、多くの文化財が残されています。その数は

国指定・選定の文化財が８件、同登録有形文化財が２件（16棟）（建造物）、県指定文化財７件、

市指定文化財23件、合計40件に上ります。 

◇ 多種多様でかつ多数ある文化財については、保存や管理の面で問題が顕在化しています。古墳

群については優先順位をつけて老朽化が進む保存施設を整備し、伝統的建造物群については履歴

に基づいた保存修理を行っています。 

＜施策の方向＞ 

○ 男女平等意識の啓発活動を進め、地域ぐるみ・市民ぐるみで男女が共に支え合い「一人ひとり

がいきいきと輝き自分らしく暮らせるまち うきは」の社会づくりを目指します。 

○ 高度化・多様化する市民の学習ニーズに適切に応えるため「うきは市民大学」を開講し、より

よい学習環境を提供するとともに、学習の成果が地域社会において還元できるよう「うきは市人

材情報センター」を運営します｡ 

○ 市民が生涯にわたって日常的にスポーツを通して「健康づくり」に取り組むために、うきはア

リーナをスポーツ・健康づくりの拠点とし、誰もが気軽にスポーツを親しめる場の提供や質の高

い指導者を育成し、生涯スポーツの推進に努めます。 

○ 社会教育活動の振興を図るため、ＰＴＡ、子ども会、自治協議会等の関係機関、団体との連携

・協力体制の整備を図ります。 

○ 社会教育関係職員の資質向上に努め、図書館や歴史民俗資料館、るり色ふるさと館などの社会

教育施設の機能充実と利用促進を図ります。 

○ 図書館や歴史民俗資料館、スポーツアイランドなどの社会教育施設の機能充実と利用促進を図

るとともに、社会教育関係職員の資質向上に努めます。男女共同参画社会の形成の促進や人権、

環境保全、地域防災等について各分野の基本計画等に基づき、学習機会の充実を促進します。 

〇 多様な技術・経験を有するシニア層の取組など地域における優れた取組の普及・啓発を促進し、

誰もが生涯を通じて学び、地域に参画し、豊かな知識・技術・経験を生かせる環境を整備します。 

○ 児童生徒や市民が文化芸術に触れ親しむことができるよう、文化芸術を鑑賞・創作する機会の

充実を図るとともに文化芸術活動に参加し、その成果を発表できる場の充実を図ります。 
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○  「うきは市公共施設等総合管理計画」をふまえ、ホールの活用方法について検討を続けます。 

○ 史跡や文化遺産等の保存整備と町づくりへの活用推進を進め、文化財関係施設については、展

示内容の整理・充実に努めます。 

○ 重要伝統的建造物群保存地区及び町並み保存地区の保存整備事業の推進に努めます。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策１９》 

高齢者等の生涯学習

の推進 

 

「うきは市民大学」を開講し、市民の学習ニーズに応え、また、ボランティア

・まちづくりに関連する人材の育成に努め、市民の主体的な学習活動の成果が

地域社会において還元されるような仕組みづくりを行います。 

◇うきは市民大学の開講による学習環境の提供 

◇うきは市人材情報センターの運営 

《施策２０》 

若年期から高齢期ま

でのライフステージ

に応じたスポーツ活

動の推進・環境整備         

誰もが気軽にスポーツレクリエーション活動に参加できるように、うきはア

リーナをスポーツ・健康づくりの拠点とし、利用者のニーズに応じたスポーツ・

健康教室の開催及び指導者を育成し、住民の健康づくり・体力づくりに努めま

す。 

 ◇うきはアリーナをスポーツ・健康づくりの拠点として確立 

 ◇各種スポーツの大会やイベント等の体力づくり事業の推進とスポーツの機

会の提供 

 ◇スポーツの望ましい指導の在り方や安全教育を学ぶ講演会等の実施  

《施策２１》 

生涯を通じた文化芸

術活動の推進           

① 伝統文化の継承・保存と市民の文化活動を推進するとともに市民への芸術

文化の提供に努めます。 

 ◇文化事業実行委員会が中心となり企画する芸術鑑賞機会の充実 

 ◇文化協会所属団体等市民サークル活動への積極的な支援 

  ◇文化活動活性化のため、文化に関するボランティアの育成とうきは市生涯

学習人材バンク登録者の充実  

  ◇うきは市文化会館の機能充実を目指した管理運営 

  方法の実施（専門業者への舞台設備操作業務の委託） 

  ◇芸術普及活動（アウトリーチ活動）の充実 

② 史跡や文化遺産等の保存整備と町づくりへの活用推進を進め、文化財関係

施設については、展示内容の整理・充実に努めます。 

 ◇屋形古墳群を中心とした史跡整備の整備設計等を実施 

 ◇歴史民俗資料館及び歴史的建造物等の文化財施設の機能及び運営の充実 

③ 重要伝統的建造物群保存地区及び町並み保存地区の保存整備事業の推進､

に努めます。 

◇伝建地区内の伝統的建造物の保存・整備及び歴史的町並み景観の整備 

 

【主要指標】 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 市が主催や共催するスポーツイベント数 ６事業 ８事業 

２ 

 

屋形古墳群整備基本計画を基にした整備状況 

屋形古墳群整備２箇所 

・古畑古墳 

・鳥船塚古墳 

屋形古墳群整備４箇所 

・ガイダンス施設 

・原古墳 

・古畑古墳 

・鳥船塚古墳 

伝建地区及び町並み保存地区において歴史的

景観にあった修理・修景数 （年間件数） 

吉井地区で３件 

新川田篭地区で２件 

吉井地区３件 

新川田篭地区３件 
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＜項目２＞ 社会の持続的な発展のための学びの推進 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 

◇ 市民の様々な学習ニーズに応える社会教育施設の充実したサービスの提供などが行われるよ

う、社会教育関係職員の一層の資質向上が求められています。 

◇ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成28年４月１日施行）等を踏まえ、

障がい者が、学校卒業後も含めた一生を通じて、自らの可能性を追求しつつ、地域の一員として

豊かな人生を送ることができるように、生涯を通じた教育やスポーツ、文化等の様々な学習機会

の整備に関する施策を横断的かつ総合的に推進することが求められています。 

＜施策の方向＞ 

○ 社会教育活動の振興を図るため、ＰＴＡ、子ども会、自治協議会等の関係機関、団体との連携

・協力体制の整備を図ります。 

○ 専門業者によるホールの運営管理及び施設の有効活用を推進します。 

○ 社会教育関係職員の資質向上に努め、図書館や歴史民俗資料館、るり色ふるさと館などの社会

教育施設の機能充実と利用促進を図ります。 

〇 障がい者の優れた文化芸術活動の公演・展示や障がい者が芸術作品を鑑賞しやすい環境づくり

を推進します。 

〇 バリアフリー字幕や音声ガイド制作支援を行うことにより、映像芸術の普及・振興を図るとと

もに、図書館等の環境整備を促進します。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策２２》 

施設の複合化等、持続可

能な社会教育施設の運営   

るり色ふるさと館、図書館などの社会教育施設において、市民のニーズ

を踏まえた運営やサービスの充実に努めるとともに関係職員の積極的な研

修会参加に努めます。また、市民の多様な学習活動に対応した支援や事業、

市内の各自治組織の運営に伴う支援を推進し、施設の利用促進を図ります。 

 ◇図書館や歴史民俗資料館、るり色ふるさと館等、社会教育施設の市民

のニーズに応じた運営及びサービスの実施 

 ◇図書館や歴史民俗資料館、るり色ふるさと館等社会教育施設の利用促

進 

 ◇県や市が開催する社会教育関係職員の研修会等への積極的参加 

 ◇ホール運営の専門業者への外部委託と効果的な運営管理 

 ◇各種コンベンション・文化事業等の誘致活動  

《施策２３》 

障がい者の生涯学習（文

化芸術活動）機会の拡充 

障がい者の優れた文化芸術活動の公演・展示や障がい者が芸術作品を鑑

賞しやすい環境づくりを推進するとともに、映像芸術の普及・に努めます。 

 ◇市が開催する市民文化祭への参加を促す広報活動の強化 

 

【主要指標】 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 市が主催や共催する文化事業の観客数 約1700人 2000人 

２ 
 うきは市民大学の開講によるうきは市生涯学習

人材バンク登録数 
７グループ＋個人70名 10グループ＋個人65名 

３  市立図書館の利用状況        貸出冊数  
131,832冊 

（令和４年度実績） 
160,000冊 

 
柱Ⅲ：誰一人取り残さない（個性や能力を伸ばす）共生社会の実現に向けた教育の推進 

＜項目１＞ 多様なニーズに対応した教育機会の提供 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 

◇ 本市の特別支援学級の在籍者数は145人（令和７年度）で、障がいが重複化、多様化していま

す。幼稚園・保育所（園）・小学校・中学校は、連携して切れ目のない一人一人のニーズに応じ

た一貫性ある支援の充実を図る必要性があります。 
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◇ 本市における小・中学校の不登校児童生徒数は、中学校では全国の出現率よりも高く、小学校

では全国の出現率よりも低いものの、引き続き取り組むべき課題です。 

＜施策の方向＞                                                            

○ 共生社会の実現に向けて、インクルーシブ教育の考え方を推進します。 

○ 特別支援学級に在籍する児童生徒に関する個別の教育計画の充実を図り、幼稚園・保育所（園）

・小学校・中学校が連携して、一人一人の教育的ニーズに応じた支援を図ります。 

〇 不登校対応については、不登校未然防止の日常的な取組(福岡アクション３）等を確実に実施

するとともに、不登校傾向児童生徒への組織的対応、スクールカウンセラー（ＳＣ）・スクール

ソーシャルワーカー（ＳＳＷ）・相談員の効果的活用による不登校の予防・解消に努めます。ま

た、教育相談員の設置及び活用を行います。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策２４》 

特別支援教育の推進 

校長を中心とした指導体制を確立するとともに、幼・保・小・中学校が連

携し、個別の教育的ニーズに応じた特別支援教育の改善・充実を図ります。 

 ◇特別支援学級における指導充実のための必要に応じた「特別支援学級支

援員」の配置 

 ◇「多様な支援を進める支援員の手引き」の周知と活用 

 ◇個別の教育支援計画・指導計画の作成、実施状況の把握と指導  

 ◇個別の指導計画作成のための研修会の実施 

  ◇発達障害児等巡回相談事業の積極的な活用を支援 

 ◇幼保連携会議での就学に関する説明の設定 

  ◇就学児健康診断時に簡易の知能検査実施 

 ◇就学前児童保護者への啓発リーフレットの配布 

◇うきは通級指導教室への支援と啓発 

《施策２５》 

不登校児童生徒の教育

機会の確保           

不登校の児童生徒への組織的対応と、不登校を未然に防ぐ取組の充実 

 ◇中学校ごとによる適応指導室、教育センター等の関係機関との定期的 

  会議の設定 

 ◇適応指導室の学習環境整備 

 ◇子育てネットワーク会議の開催と市教育相談員による巡回相談 

 

【主要指標】 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 

個別の教育支援計画の作成に当たって幼児児

童生徒本人やその保護者の意向を踏まえつつ、関

係機関等と必要な情報共有等を図っている学校

数 

小学校：７校 

中学校：２校 

小学校 ７校 

中学校 ２校 

２ 児童生徒1,000人当たりの不登校児童生徒数 
小学校：11.5人 

中学校：94.1人 
※ 令和６年度の数値 

小・中学校全国平均以下 

小学校：23.0人 

中学校：67.9人 

※令和６年度確定値

（文部科学省）より 

 
柱Ⅳ：教育政策推進のための基盤整備 

＜項目１＞ 新しい時代の教育に向けた学校指導体制の整備等 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 

◇ 「教職員の働き方改革取組指針（県教育委員会）」をもとに、教職員の負担軽減という観点

も含め、県では基本研修・管理職研修の見直しが進められています。 

◇ 教員研修については、学校教育における課題の複雑化や多様化など教員を取り巻く環境の変化

に対応しながら､より一層の充実・強化を図る必要があります。 

◇ 学校の指導・事務体制の効果的な強化・充実、専門スタッフとの連携・分担体制の構築等を通
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して、教師が本来行うべき教育に集中できる持続可能な学校体制を整備する必要があります。 

◇ 市内の学校の建物の半数は、昭和50年代に建てられている状況であり、老朽化が懸念されてい

ます。 

＜施策の方向＞                                                            

○ 教員としての使命感や社会性、専門的な知識・技能を高めるため、経験年数や職務内容に応じ

た研修や専門的な指導力を高める研修の充実を図ります。また、ベテラン教員の指導技術の継承

を図るＯＪＴの一層の充実や校内研修の内容や方法の見直しを図るなど、学校全体の教育力の向

上に努めます。 

〇 「うきは市立小中学校管理規則」「うきは市立小中学校における働き方改革及び部活動に関す

る指針」「うきは市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」に基づき、

業務分担・適正化を着実に実行するための方策に取り組みます。 

〇 中学校部活動地域移行協議会（仮称）を設置し、「休日部活動の地域移行」等について試行し

ていきます。 

○ 「うきは市公共施設等総合管理計画」、「うきは市学校施設個別施設計画」に基づき、学校施

設の適切な管理等を行います。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策２６》 

教職員指導体制・指

導環境の整備          

① 校長のリーダーシップと教員としての使命感や社会性、専門的な知識・技

能を高めるための研修の充実など教員の資質向上を図ります。 

 ◇教職経験や職務内容に応じた実践的指導力や経営力の向上のための研修の

実施 

◇県教委、県教育センター主催研修会への参加促進と教育論文の応募促進 

② 学校の業務分担・適正化を図り、勤務時間に関する意識改革と時間外勤務

の抑制に必要な支援を行い超過勤務の縮減に努めます。 

◇教職員の勤務時間の把握 

◇「うきは市立小中学校における働き方改革及び部活動に関する指針」の適

切な実施に係る支援 

 ◇土曜日または日曜日の部活動において、吉井中と浮羽中との合同部活動（一

部）を実施 

◇うきは市総括健康管理委員会等と連携した学校衛生委員会の確実な実施 

③ 快適な学校生活が送れるよう、学校施設の整備と充実を図ります。 

 ◇校舎等の学校施設の老朽化対策、グラウンド等校舎外施設の改修 

 ◇学校施設（校舎、体育館等）の計画的な老朽化対策の実施 

 ◇「うきは市浮羽町域小・中学校のあり方検討委員会」の設置 

 

【主要指標】 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 市教育センター実施の研修会の評価ポイント  
４段階評価 

3.8ポイント 

４段階評価 

4.0ポイント 

２ 毎月の超過勤務時間 
超過勤務時間の正確な 

把握と縮減 

時間外在校等時間（超

過勤務）を年360（月45）

時間以内とする。 
※ 児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合を除く。 

緊急の課題として、月 80時間超の時間外在校等時間の解消に取り組む。 
 

＜項目２＞ ＩＣＴ環境の充実 

【振興基本計画の内容】 

＜現状・課題＞ 

◇ 学習指導要領において、情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力として位置付けられ、必

要な情報を収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能

力や情報の科学的理解、情報社会に参画する態度の育成が望まれています。 

◇ 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に向けた各教科等におけるＩＣＴ活用の促進
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が必要です。 

◇ 校務のＩＣＴ化による教職員の業務負担軽減及び教育の質の向上が期待されています。 

◇ 「ＧＩＧＡスクール構想」に基づきＩＣＴ環境を整備・充実することが求められています。 

◇ 新型コロナウイルス感染症の流行や災害などの不測の事態が生じた際に、学校教育活動を継続

し、全ての子供たちの学びを保障していくことができるように同時双方向やオンデマンド等も活

用した授業ができる環境整備を整えてきた。今後はデジタル教科書等への対応できる環境を整備

していく。 

＜施策の方向＞  

〇 教師のＩＣＴを活用した指導力の向上を図るため指導資料を作成・配布するとともに、ＩＣＴ

を活用した授業改善に向けた研修を実施します。 

〇 校務支援ソフトを活用し学びを可視化することを通じ、教師による学習指導や生徒指導等の質

の向上、学級・学校運営の改善に努めます。 

○ 「ＧＩＧＡスクール構想」を基に、情報端末機器(タブレット)・デジタル教科書・教材の活用

等ができる環境づくりを行います。 

○ デジタル教材等を効果的に活用した分かりやすい授業を推進します。 

 

【令和８年度 主要施策と主な取組・事業】 

主要施策 施策の概要と主な取組・事業 

《施策２７》 

授業におけるＩＣＴ活

用の促進 

         

児童生徒の学力向上を図るための、デジタル教科書・教材の活用等の研修

を推進します。 

◇ＩＣＴ教育の研究指定校による推進 

◇全教職員向けのＩＣＴ活用研修の実施 

◇臨時休業を想定した学校と家庭とのオンライン学習の実施 

◇デジタル教科書・教材の活用支援 

◇教育課程にタイピングの時間の設定 

《施策２８》 

校務のＩＣＴによる教

職員の業務負担軽減及

び教育の質の向上 

学校の校務の効率化のためのＩＣＴ環境整備を推進します。 

◇校務支援ソフトの活用の促進と支援 

◇新規、転入職員へ校務支援システム等の操作についての研修会開催 

◇欠席連絡アプリの導入 

◇授業支援ソフトの共有フォルダの活用の促進と支援 

◇ＩＣＴ環境整備のためニーズに応じたＩＣＴ支援員の各学校への派遣 

◇職務に応じてＩＣＴ活用の推進のためのグループ、個人へのＩＣＴ支援

員の派遣  

《施策２９》 

学校のＩＣＴ環境整備

の促進 

ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ環境整備をもとに小・中学校へのタブ

レット等の整備・更新を推進します｡ 

◇タブレットの更新 

◇学校のニーズに応じたアプリを提供できるように、定期的なアプリ検討

委員会の開催 

 

【主要指標】 ※（  ）内の数値は肯定的な回答（４件法のうち２番目）まで含めた割合 

 指 標 現状(令和７年度) 目標(令和９年度) 

１ 

全国学力・学習状況調査の児童生徒質問調査に

おけるＩＣＴ活用に関する７項目で「有用である

と思う」児童生徒の割合 ※ ７項目の平均値 

小学校：47.8%（87.2％） 

中学校：36.3%（88.9％） 

小学校：50％ 

中学校：50％ 

２ 

学校のＩＣＴ環境整備の推進 
※ 児童生徒用タブレット：一人１台 

※ 授業を担当する教師用タブレット：一人１台 

※ 大型テレビ：普通教室及び特別教室への配置 

児童生徒用タブレット：１００％ 

教師用タブレット：１００％ 

大型テレビ：80％ 

児童生徒用タブレット：１００％ 

教師用タブレット：１００％ 

大型テレビ：80％ 

３ 学校情報化優良校の認定 
小学校：７校 

中学校：２校 

小学校：７校 

中学校：２校 
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１ 評価と進行管理 

   この計画を着実に推進していくためには、各施策・事業等の進行管理を行い、その結果を検証・

評価し、その後の各施策・事業等の推進に役立てていく必要があります。 

   そのため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成 27 年４月１日一部改正・施行）第

26条の規定により、教育委員会が毎年行う事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価、ま

た、この計画で示した成果指標、その他所管部署における調査統計などを通して、多角的な視点か

ら評価と進行管理を実施していきます。 

   これらの評価と進行管理を通じて、うきは市の教育の基本理念（目指す市民像）や基本目標を最

も効率的、効果的に実現していくよう取組を進めます。 

     なお、今後、社会経済情勢、教育を取り巻く環境の変化等に伴い、必要に応じて、適宜、計画の

見直しを行っていくものとします。 

 

【参考】 

  ◇ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成 27年４月１日一部改正・施行） 

   （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

    第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任   

された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任され

た事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関

する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

    ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の   

知見の活用を図るものとする。 

 

■用語解説 

【あ行】 

 ○ ＩＣＴ 

Information and Communication Technology の略。情報や通信に関連する科学技術の総称。 

 

 ○ うきは市子育て９か条 

うきは市の将来を担う子どもたちが心身ともに健やかに成長するために、学校・家庭・地域がそ

れぞれの役割と責任を自覚し、連携・協力して教育力の向上を目指した取組を協議し、平成 21年度

に策定した。 

 

 ○ うきは市生涯学習人材バンク 

   様々な技術や知識をもち、市民への指導が可能な個人や団体をリストにまとめ「何かを学びたい。

誰かに教わりたい。」と思っている市民やグループへの活用につなげていくため「学びたい人と教

えたい人を結ぶ“かけはし”」としての制度。 

 

 ○ うきは市人権教育・啓発基本計画（第２次） 

   新たな人権問題への対応や、これまでの人権教育・啓発の成果と課題を踏まえるとともに、うき

は市総合計画（第２次）との整合性を保ちつつ、市民・事業者・行政の連携協力のもと、「人権の

まちづくり」を実現するため平成 28～令和７年度を計画期間として策定されたもの。 

 

 ○ 第２次うきは市総合計画後期基本計画 

行政課題に対して、本市の特性や地域資源を生かしながら、地域のさまざまな主体による住民自

治と協働のまちづくりをさらに推進し、本計画において目指すべき新しい将来像を描くとともに、

その実現を図るための基本的な方策を明らかにしたもの。後期基本計画では、令和３年度～令和７

年度を計画期間とし、取り組む施策の内容を示している。 

 

 ○ うきは市男女共同参画基本計画（第２次） 

   うきは市男女共同参画推進条例に掲げる６つの理念を基に、これまでの計画で取り組んできた施

第５章 計画の推進にあたって 
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策を精査し、より実効性のある計画とするため基本理念を「一人ひとりがいきいきと輝き自分らし

く暮らせるまちうきは」と定め、男女共同参画社会づくりを推進するため平成 28～令和７年度を計

画期間として策定されたもの。 

 

 ○ 第２期うきは市ルネッサンス戦略 

   平成 27年度に策定された「うきは市ルネッサンス戦略」は、うきは市の活性化に向けて、喫緊

に対応が必要と考えられる施策・事業について提示し、本戦略に盛り込まれた施策・事業を実行

することにより、地域経済の活性化や地域の環境整備を進め、誰もが住みよいふるさと「うき

は」を形成し、さらには、持続可能な地域形成に必要とされる人口の維持を図ることを目的にし

ている。「第２期うきは市ルネッサンス戦略」では、これまで取り組んできた人口減少対策を選

択的に集中してさらなる効果を上げていくことを目的としている。計画期間を令和３年度～令和

７年度としている。 

 

【か行】 

 ○ 学習指導要領 

学習指導要領とは、全国どの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにす

るため、文部科学省が学校教育法等に基づき定めた、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成

する際の基準であり、ほぼ 10 年毎に改訂されている。学習指導要領は、小学校では 2020 年度か

ら、中学校では 2021年度から全面実施される。 

 

○ 学校評議員制度 

      校長が、学校経営や教育活動に対して必要に応じて学校の改善につながる具体的な意見をもら

うため、校区内外から学校評議員を選任・意見聴取を行うことにより、地域に信頼される開かれ

た学校づくりを推進するための制度。 

 

 ○ 教育大綱 

地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根

拠となる方針を定めたもの。 

 

 ○ ＧＩＧＡスクール構想 

   子ども一人一人に最適化された学習を進めようと、政府が令和元年度から５年度までに、学習

者用パソコン端末と高速通信ネットワーク整備の２本柱で全小・中学校のＩＣＴ環境を整備する

計画。 

 

 ○ 子育てと教育を進める集い 

   行政はもとより、学校・家庭・地域の教育力の向上のため、うきは市青少年育成市民会議が主催

し、講演会等を行っている。 

 

 ○ コミュニティ・スクール 

「学校運営協議会」を設置している学校。学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合

い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地

域とともにある学校づくり」を進める法律（地教行法第４７条の５）に基づいた仕組。 

 

【さ行】 

 ○ スクールカウンセラー（ＳＣ） 

      児童生徒の不登校や校内での問題行動などの対応に当たって、心理検査や心理療法で、本人の抱

えている心の問題を改善・解決していく、高度な専門的知識を有した心理の専門家。 

 

 ○ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）  

   社会福祉制度をはじめ幅広い社会的な制度や活動に関する情報や知識並びに地域福祉やソー 

シャルワークの領域で培われた専門的な援助技術を用いて、問題を抱えている児童・生徒とその 

家庭等への支援を行う専門家。    
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 ○ 全国学力・学習状況調査 

      全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善

を図る目的で実施された調査。学校においては、児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善な

どに役立てるものである。 

   対象は、小学校第６学年と中学校第３学年で、調査事項は、国語、算数・数学、理科（３年に一

度実施）である。 

これまで国語と算数・数学については、「主に知識に関する問題（Ａ問題）」と「主に活用に関

する問題（Ｂ問題）」の区分で実施されていたが、令和元年度から、教科毎に一本化されて実施さ

れるようになった。その他、学習意欲や学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する質問紙調査

を実施している。 

 

○ 全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

       小学校・中学校で実施している「握力」「上体起こし」「長座体前屈」「反復横跳び」「２０ｍ

シャトルラン（中学校は持久走との選択）」「50ｍ走」「立ち幅跳び」「ソフトボール投げ」の８

種目のテストにより、筋力、柔軟性、走力等の運動能力を調べるもの。自分の体力を客観的に評価

するための指標の一つとして活用している。 

 

【た行】 

 ○ 通学合宿 

子どもたちが地域のコミュニティ施設等に３泊から５泊程度宿泊し、親元を離れ、団体生活の中

で日常生活の基本を自分自身で行いながら学校に通うもの。この通学合宿では、子どもたちの社会

性、自主性、協調性を伸ばし、「生きる力」を育むことが期待されている。 

 

 ○ タブレット（タブレット型端末） 

タッチパネル機能を持つ液晶ディスプレーを主なインターフェースとして、指やペンなどで操作

できるパソコンや携帯端末のこと。持ち運んでモバイル環境で使われることが多い。 

 

 ○ 特別支援学校 

   障がい者等が「幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けること」と「学習上ま

たは生活上の困難を克服し自立が図られること」を目的とした学校。 

 

○ 図書館ボランティア 

   お話会を行う読み聞かせボランティア、図書館の環境を整えるボランティア、返却された資料を

書架に並べる配架作業を行う配架ボランティア等、図書館運営・各行事にご協力いただく様々なボ

ランティアの総称。 

 

  ○  特別支援学級 

    小学校、中学校、高等学校および中等教育学校、義務教育学校（平成 28 年度より設置）に教育

上特別な支援を必要とする児童および生徒のために設置される学級。 

 

【は行】 

 ○ 福岡県学力実態調査 

   小学５年及び中学１・２年を対象とし、教科は国語・算数（数学）で実施される。 

 

 ○ 福岡アクション３ 

   不登校の問題への対応のために、不登校対策の３つの視点（未然防止、早期発見・早期対応、   

継続支援）に基づき、「すぐできる」「かならずできる」「みんなでできる」取組等を、学校にお

いて重点的に取り組むべきこととして整理し示したもので、平成 25年４月から実施している。 

 

 ○ 文化財保存活用基本計画 

      多種多様な文化財を抱えるうきは市の現状を分析し、保存と活用のバランスのとれた文化財保

護を推進するための基本計画。  


